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札幌市議会第一部決算特別委員会記録（第５号） 

令和７年（2025年）10月17日（金曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 33名 

    委 員 長  松  原  淳  二       副 委 員 長  藤  田  稔  人 

    委   員  勝  木  勇  人       委   員  高  橋  克  朋 

    委   員  こんどう  和  雄       委   員  細  川  正  人 

    委   員  よこやま  峰  子       委   員  こじ ま  ゆ  み 

    委   員  川  田  ただひさ       委   員  松  井  隆  文 

    委   員  村  松  叶  啓       委   員  和  田  勝  也 

    委   員  山  田  一  郎       委   員  小  野  正  美 

    委   員  ふじわら  広  昭       委   員  村 上   ゆう こ 

    委   員  中  村  たけ し       委   員  かん の  太  一 

    委   員  うるしはら  直  子       委   員  おんむら  健太 郎 

    委   員  森    基誉 則       委   員  福  田  浩太 郎 

    委   員  丸  山  秀  樹       委   員  前 川   隆  史 

    委   員  森  山  由美 子       委   員  熊  谷  誠  一 

    委   員  池  田  由  美       委   員  太  田   秀 子 

    委   員  長  屋  い ずみ       委   員  荒  井  勇  雄 

    委   員  山  口  かず さ       委   員  成  田  祐  樹 

    委   員  丸 岡   守  幸 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 議 午前10時 

    ―――――――――――――― 

●松原淳二委員長  ただいまから、第一部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、伴委員からは、川田委

員と、小須田委員からは、和田委員と、小形委員

からは、池田委員と、坂元委員からは、荒井委員

と交代する旨、それぞれ届出がありました。 

    ―――――――――――――― 

●松原淳二委員長  それでは、議事に入りま

す。 

 最初に、第２款 総務費 第１項 総務管理費

中、危機管理局関係分の質疑を行います。 

●前川隆史委員  おはようございます。 

 ちょっと最近、質問し過ぎだというご批判もい

ただいていますが、めげずに頑張りたいと思いま

す。 

 私からは、近年の災害発生を踏まえた種々の取

組について、伺いたいと思います。 

 令和６年に発生しました能登半島地震、長いと

ころではもう１年以上も避難生活が続いていまし

た。 

 大規模災害が発生するたびに、避難所の生活環

境の課題が新たにいろいろ見えてきております。 

 国においても、能登半島地震での課題を踏まえ

て、避難所環境の抜本的改善に向けて、先進的な

取組を行う地方公共団体に対して、新しい地方経

済・生活環境創生交付金によりまして、緊急的に

今、現在支援を行っているところでございます。 

 そこでまず伺いますが、能登半島地震後、札幌

市では避難所の生活環境向上のために、新たな取

組を行っているのか、お伺いしたいと思います。 
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●小野寺危機管理部長  避難所の環境整備につ

いて、お答えいたします。 

 避難所の生活環境は、被災者の健康にも影響す

ることから、とても重要であると認識しておりま

す。 

 これまでも、食料や乳児用品の品目の充実、簡

易ベッドや毛布の増量などを計画的に行っており

ます。 

 また、国の新しい地方経済・生活環境創生交付

金を活用し、マンホールトイレの便座やパネル、

ポータブル電源やパーティションを整備すること

としており、令和７年度中に調達する予定です。 

●前川隆史委員  能登半島地震以降も、新たに

備蓄物資の充実・調達をするなど、避難所の生活

環境の充実に取り組んでいるということでござい

ます。 

 札幌市では、これまで厳冬期、冬場の対策に力

を入れてきたというふうに思いますけれども、今

年のような猛暑を考えますと、今後はこの暑さ対

策というものも、しっかりやっていかなければい

けません。 

 今年７月には、カムチャツカ半島付近の地震に

伴いまして、津波警報が発表されて、沿岸地域で

避難所が開設されましたけども、熱中症になった

人もいるとの報道がされておりまして、暑さの中

での避難について、課題が浮き彫りになったとこ

ろでございます。 

 そこで伺いますが、札幌市の災害時の熱中症対

策について、伺いたいと思います。 

●小野寺危機管理部長  災害時の熱中症対策に

ついて、お答えいたします。 

 沿岸地域で開設された避難所では、飲料水や塩

分タブレットの食料品のほか、携帯扇風機やうち

わといった、暑さ対策用品の備えが必要であるこ

とが課題となったため、速やかに市公式ホーム

ページや、防災ハンドブックに記載し、市民の備

えについて、周知を行ったところです。 

 また暑さ対策としては、個々の避難所の状況に

応じて、施設管理者と協議をしながら、避難者の

健康に配慮した運用を行うとともに、スポット

クーラーなどの冷房機器の提供について、協定を

締結している事業者の協力を得ながら、対応して

まいります。 

●前川隆史委員  ありがとうございます。 

 災害時の暑さ対策については、厳冬期の対策と

比べると、まさに今、このまちに着いたところと

いうか、検討も始まったばかりではないかと思い

ますが、今ある、現状の体制の中で、スポット

クーラーのお話もございましたが、いろいろ対策

を、まずは今出ているところで対応したいと、こ

んなお話だったのかなと思っております。 

 今、教育の方でも、体育館へのエアコンの設置

の議論も、全国的にも今、どんどん進んでおりま

すし、本州のほうでは具体的に施工もどんどんス

タートしております。札幌市は教室のほうが優先

されまして、体育館はまだ先の話になるかもしれ

ませんが、その辺もしっかり整えるために、しっ

かり横連携していただきたいなというふうに思っ

ております。 

 災害が発生するたびに、新たな課題がどんどん

生じてきております。先日も、我が党で、日本赤

十字北海道看護大学の根本先生から、様々な災害

時の避難所の最新の取組というか、研究成果とい

うか、いろんなことを伺う研修を１時間ほど受け

まして、根本先生も、段ボールベッドが普及した

んだけど、使えないベッドが相当数出たりとか、

ただ段ボールベッドがあればいいというものじゃ

なくて、やはり避難所で実質的に、避難者のため

になる段ボールベッドの仕様というものが、だん

だん、だんだん分かってきて、それが徹底されて

きたりだとか、また誤嚥性肺炎が非常に発生しや

すいだとか、やっぱり避難所というのは単純に語

り切れない、様々な面からの対策を、どんどん、

どんどん進化させていかなければいけないという

ことで、今日はちょっと時間の関係で、触れませ

んけども、また今後やっていきたいと思いますが、

ぜひ暑さ対策という新しい課題も見えてきました

ので、一つ一つ、一歩前進させながら、いざとい
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うときのための体制づくりに尽力していただきま

すことをお願いして、質問を終わります。 

●うるしはら直子委員  私からは、防災資機材

の購入費補助制度についてと、また冬期の総合防

災訓練について伺います。 

 初めに防災資機材の購入費補助制度について伺

います。近年自然災害が、今以前にも増して激甚

化・頻発化しておりまして、我が会派では、機会

があるごとに、本市としての大規模災害への備え

について、質問をしてきたところです。 

 ハード面での強化はもちろんですけれども、地

域において、防災資機材を保有し、日頃から訓練

を行うといった自主防災活動に取り組み、地域防

災力の強化を図ることは、極めて重要です。この

防災資機材につきましては、本市では1997年度か

ら自主防災組織に対して現物助成を行ってきた経

緯がありますが、近年、地域から老朽化した資機

材の更新、また数量の追加などの要望が多く寄せ

られております。 

 これを受けまして、2024年決算特別委員会で、

私のほうから、この防災資機材の助成制度につい

て質問をしましたところ、資機材の老朽化、停電

や寒さ対策等の課題を念頭に、助成制度の在り方

を検討する、との答弁がございました。 

 さらに令和７年予算特別委員会におきましては、

この従来の防災資機材の現物助成制度に代わりま

して、自主防災組織が防災資機材を購入する際の

費用の一部を補助する制度を、この2025年度、今

年度から、新たに開始するとの答弁があったとこ

ろです。 

 そこで質問いたしますが、まずはこの概要につ

きまして、様々検討されていることと思います。

その概要について伺います。 

●小野寺危機管理部長  補助制度の概要と特徴

について、お答えいたします。 

 地域防災力の一層の向上のため、今年度、自主

防災組織が防災資機材を購入する際、10万円を上

限として、購入費用の２分の１を補助する制度を

創設し、７月28日から申請を受け付けているとこ

ろです。 

 制度の特徴は大きく２点あり、１点目は、補助

対象品目の中から、テントやリヤカー、ヘルメッ

トなど、自主防災組織が必要な資機材を自由に選

択して購入できること、２点目は、厳冬期の防寒

対策や停電対策に対応するため、発電機、ポータ

ブル蓄電池、暖房器具などの品目を補助対象に加

えたことです。 

●うるしはら直子委員  再度確認させていただ

きましたが、これ、防災のこと、地域からも大変

要望のあった、まず自由に選択ができるというこ

とと、それからまた、厳冬期、先ほど暑さ対策の

話もありますけど、まずはこの厳冬期の防災・火

炎対策の品目が加わるなど、近年の災害の訓練の

教訓、こうしたものを踏まえた品目が、補助対象

となっており、制度創設の意義は極めて高いと評

価しております。 

 またこの地域の実情に応じて選択するというこ

の機会、自分たちの地域をどのように守っていく

か、こうしたことをまた地域の中や防災組織の中

で話し合うきっかけとなり、さらなる地域防災力

の向上につながるものと考えます。 

 そうしたことから、今後はさらにこの制度の、

地域への浸透をしっかり図っていくことが、大変

重要と考えます。 

 そこで質問ですが、制度の周知の状況と、利用

実績について伺います。 

●小野寺危機管理部長  周知状況と、利用実績

についてお答えいたします。 

 制度の開始に当たっては、10区の連合町内会の

会議に出向いて説明したほか、全ての町内会に、

案内文書を送付し、周知しました。 

 利用実績は、９月末までで、76件の申請があり、

交付決定額は513万円で、当初予算1,000万円の５

割超の執行状況となっております。 

 申請内容としては、停電対策に関する発電機や

ポータブル蓄電池などの購入が多くなっておりま

す。 

 申請は12月26日まで受け付けており、より多く
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の団体に利用いただけるよう、今後一層の周知を

図ってまいります。 

●うるしはら直子委員  今の申請の状況につい

て、理解いたしました。 

 まず今年度は、４月の総会のときに、町内会や

自治会の団体の中で、既に町内会の予算というも

のが決まったところもあったり、また年度途中で

の新制度の周知と運用の開始であったことを踏ま

えますと、申請開始から約２か月間という短期間

で、こうした一定の利用実績があり、地域の関心

の高さが改めて伺えると思います。 

 また今回、申請しましたよ、という町内会の防

災担当の方からも、まずはこうして更新できるこ

と、とてもよかったと、お声をいただいておりま

す。 

 要望を申し上げて、次の質問に移りますが、今

年度の残りの期間、12月26日までということでし

たけれど、この期間はもちろんのこと、次年度は

より多くの町内会の方に活用いただけるよう、早

期に周知を図っていただくことをお願い申し上げ

ます。 

 また、次年度に向けまして、今回申込みをいた

だいた所、購入をした所などにも聞き取りですと

か、またアンケート調査などを行いまして、さら

にこの事業内容や仕組みなどの精査をしていただ

くよう要望いたしまして、この質問を終わります。 

 次に冬期の総合防災訓練について伺います。 

 さきの代表質問におきまして、私からは災害対

策基本法の改正についての受け止めについて質問

をしまして、市からは法改正の趣旨と同様の方向

で推進するということで、答弁をいただいたとこ

ろです。 

 防災訓練は、この災害対策基本法においても、

災害予防に関する重要事項の一つとして位置づけ

られているもので、市民の方々が日頃の備えの重

要性を再認識する上で、極めて重要な取組です。 

 そうしたことを踏まえさせていただいて、質問

させていただきますが、我が会派としましては、

この積雪寒冷地である札幌市において、冬期の防

災訓練の必要性は、これまでも繰り返し訴えてま

いりました。 

 2025年の第１回定例市議会の代表質問におきま

して、市長からは、2025年度に、冬季の総合防災

訓練を、大和ハウスプレミストドームで開催する

との答弁があり、来年の２月１日日曜日に開催予

定と伺っております。 

 このことは、長年の課題であった冬の災害への

備えを、市民一人一人が自分事として捉え直す大

きな一歩であり、大いに評価をしております。 

 さらに、令和７年１定予算特別委員会において

は、この訓練は子どもから大人まで幅広い世代を

対象に、参加体験型の訓練を検討しているとの答

弁がございました。その後この開催に向けて、鋭

意準備を進めているところと思います。 

 そこで質問ですが、改めて今回の冬期の総合防

災訓練の内容について、伺います。 

●小野寺危機管理部長  訓練の内容について、

お答えいたします。 

 冬季の災害は、低温による健康被害、ライフラ

インの途絶など、複合的なリスクがあり、市民生

活に甚大な被害をもたらすことが想定されます。 

 被害を最小限に抑えるためには、市民一人一人

の防災意識の向上が不可欠であり、これまでの防

災訓練等で参加実績が少なかった、若年層の自助

の意識を醸成することは、本市の防災力向上に

とって、極めて重要です。 

 このような観点から、今回の総合防災訓練では、

全市民を対象に冬期の避難所体験における寒さ対

策や、在宅避難における防寒対策のデモンスト

レーションなど、実際の行動につながるような訓

練を幅広く展開します。特に若年層に対しては、

楽しみながら防災を学んでいただけるよう、ＶＲ

を活用した災害疑似体験や、親子でゲーム感覚で

学べる体験イベントなど、多数企画しております。 

●うるしはら直子委員  今お聞きしただけでも、

様々なイベントを盛り込んだ災害の訓練になるの

かなということで楽しみにしておりますが、全市

民を対象にした冬期の総合防災訓練を、集客力の
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高い大和ハウスプレミストドームで開催すること

は、市民の防災への関心を高める上で、極めて意

義深いものと考えます。 

 ぜひこれまで、あまり防災訓練に行ったことの

ないような方々にも行ってみたいと思ってもらえ

るような、効果的なＰＲを期待しています。 

 一方で、この大規模会場での実施により、防災

イベント的な要素が強化する、これはいいことな

んですが、こうした訓練への参加機会を拡大する

ことに加え、市民向けの情報発信、これを強化し

て全市的な防災力の底上げを図る、このこともま

た重要と考えます。 

 前回の質疑の際に、この冬期の訓練は、全市民

対象、子どもから大人までの幅広い世代の参加と

いう回答がありましたけれども、そのことも踏ま

えて、今回は日曜日開催にしたことと思います。

しかしながら、この訓練を開催すること自体を知

らなかったり、プレミストドームまではなかなか

足が運べないといった方、また関心はあっても仕

事や予定があって参加できないような方もいるか

と思います。 

 そこで質問ですが、訓練に来場できない方々を

含め、幅広い市民へのアプローチについて、どの

ように考えているのか、伺います。 

●小野寺危機管理部長  幅広い市民へのアプ

ローチについて、お答えいたします。 

 このたびの訓練は、幅広く冬の防災への関心を

持っていただく絶好の機会と捉えております。ご

指摘のとおり、参加いただけなかった市民の方に

も、これを機に情報発信を強化し、全市的な防災

力の底上げを図ることは極めて重要と考えており

ます。 

 今後総合防災訓練の特設ページを開設するとと

もに、厳冬期の備えに関する情報にリンクを貼る

など積極的に発信し、ショート動画の配信など、

プロモーション活動を強化することで、市民一人

一人の冬の防災意識の向上につなげてまいります。 

●うるしはら直子委員  大変力強いご答弁と、

それからまた、特設のページを開設する、そして

プロモーション活動に力を入れていくとのことで

した。 

 今後この機運を盛り上げ、多くの方々に参加い

ただける、実効性の高い訓練となることを、大変

期待しております。 

 またこの会場に来られない方々を含め、全市民

に幅広く、今、ご答弁にあったような効果的な情

報発信を、しっかりとしていただきたいと思いま

す。 

 最後に２点、要望です。 

 この総合防災訓練は、全市民を対象としている

んですけれども、各区で開催する防災訓練や、地

域の町内会で実施する訓練、また今年の１月に、

道と本市が主催したような、会派の議員も５名ほ

どで参加させていただいたんですけど、厳冬期に

おける避難所運営、宿泊演習のような、こうした

避難所を運営する職員などへの訓練、これも継続

することが重要だと考えます。 

 この各区の取組の好事例を幾つか紹介しますと、

今年の２月に東区で実施された、冬期体験型防災

訓練、開成中等教育学校を会場に開催されたとい

うことですが、真冬の消火訓練ですとか、また希

望者には翌朝までの宿泊訓練をして、さらには札

幌市立大学とも連携した防災講座、また意識調査、

こうしたことも行っております。 

 また私、地元の白石区の町内会では、この冬の

期間に、小学校の避難訓練の中に、地域住民、そ

して近隣の保育所、事業所の方々も参画しまして、

共同で訓練を実施したという例、そしてまた地域

のまた別の避難所となっている、北郷の自治会館

ですけれども、そちらのほうでは、防災資機材を

その地域の住民の方たちと一緒に、どこにあるか

を確認して、そしてまた防災用のテントですとか、

段ボールベッドの組立て、こうした実践型の訓練、

こうしたことを行っているところもございます。 

 こうした各区で行っている先進的な訓練は、全

区でやられていると思いますけれども、それぞれ

そうした訓練、そして地域特性に合わせた特色の

ある取組、こうしたものをぜひ市と区の間で相互
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に高め合っていく、そうしたことで、全市的な防

災力の向上を図っていただくことを要望いたしま

す。 

 また前回の質疑の中では、今日は触れませんで

したけれども、災害時要配慮者の支援についての

さらなる訓練の充実を図ると、今回の総合防災訓

練の中にも、そうした姿勢を盛り込むといった答

弁、ございました。まずは冬期の訓練から、そし

て区の訓練の中に、特にこの合理的配慮をしっか

りと提供するということ、そんなことを盛り込み

まして、誰一人取り残さない、インクルーシブな

防災・減災、こちらも目指していただくことを要

望しまして、私の質問を終わります。 

●成田祐樹委員  私からは、公共施設マネジメ

ント計画に基づいた公共施設の防災に関する計画

策定について、簡潔に２問だけ、お伺いしたいと

いうふうに思います。 

 まずは最初に、公共施設マネジメント計画に

沿った防災についてです。先日財政局においても、

この公マネ計画について質疑をさせていただきま

したが、改めて危機管理局に対しても、この防災

部分についてお伺いしたいと思います。 

 改めて読み上げることになるのですが、札幌市

市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する基

本的な方針、いわゆる公マネ計画の29ページにあ

る第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理

に関する基本的な方針の５項目において、③の公

共施設等の平常時の安全だけでなく、災害時の機

能確保の観点も含め、耐震化を図る、との記載が

されております。言うなれば、公共施設に関して

は、ハード面で耐震化を図りなさい、それは災害

時の機能確保の観点からやりなさい、ということ

かというふうに思っております。 

 市有施設にはいろいろありますし、ほかの市有

施設もいろいろと、そういった部分の防災の計画

もしていると思うんですが、今回計画として出て

きている、新たなＭＩＣＥ施設については、一体

どのようになっているのか、お伺いをしたいとこ

ろです。 

 ここでお伺いしますが、新たなＭＩＣＥ施設を

建設するに当たり、まずは危機管理局の見解をお

聞かせ願いたいと思います。 

●小野寺危機管理部長  新しいＭＩＣＥ施設建

設に当たっての危機管理局の見解について、お答

えいたします。 

 災害時の機能確保を行う最大の目的は、大規模

災害が、いつ何どき発生するかも分からない中、

平常時の安全はもとより、災害発生時に公共施設

の利用者の安全を確保することにあります。その

上で、災害発生後、施設の有する機能を有効に利

用することで、避難所等の様々な活用が考えられ

ます。 

 現段階では、災害発生後の施設活用については

具体の議論は始まっておりませんが、施設の機能

等が明らかになる中で、様々な活用方策について

協議をしていくことになると考えております。 

●成田祐樹委員  発災後に、有効利用をしてい

く、僕は当然だというふうには思っております。

そういった防災の計画がこのＭＩＣＥの話と並行

して行われているかというと、今のご答弁を聞く

限りでは、防災の計画についてはこれからという

ことなので、並行して議論されてこなかったん

じゃないかというところを、私は危惧しておりま

す。 

 これは僕は危機管理局が何もしていなかったと

いうことではなくて、ＭＩＣＥの施設を建てるこ

とが先に出てきてしまって、危機管理、もしくは

こういう防災の部分に関しての議論が進まないま

ま、それだけが決まってしまっている、これが果

たしていいのか。それこそ公マネ計画では、様々

な複合化・集約化、様々な機能を持たせるという

ような方針が出ていながら、この部分については、

少し１歩２歩遅れているというところを、まずは

指摘したいというふうに思っております。 

 今回のこのＭＩＣＥ計画は、650億円弱という

非常に高額な計画でもあり、さらには市外から多

くの人を呼び込む機能を持つ施設として考えられ

ております。 
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 逆に言い換えると、災害時にはＭＩＣＥ目的で

来札した人の行き場が失われる、避難先が確保で

きない可能性もあるわけでございます。 

 先ほども申し上げましたが、公マネ計画にも書

かれている以上、災害時の機能をどう持たせるか

という話は必ず必要であると思いますし、当然な

がら市民も、防災機能なくして新たな公共施設を

建てる道理があるのかと、そういった疑問の声が

出てきてもおかしくないところです。 

 ここでお伺いしますが、新しく計画されている

ＭＩＣＥ施設については、避難場所として利用す

る考えがあるのか、災害時の機能確保という観点

からは、どのように考えているのか、改めてお伺

いしたいと思います。 

●小野寺危機管理部長  新しいＭＩＣＥ施設の

避難所としての利用についてお答えいたします。 

 災害が発生した場合に避難できる場所が市内に

数多く確保できることは、安全・安心の観点から

有効であります。今回の予定地である中島公園周

辺は、都心部からのアクセスに優れ、多くの方が

訪れる場所でもあるため、避難所や一時滞在施設

としての活用の可能性について、今後議論してま

いりたいと考えております。 

●成田祐樹委員  先ほど冬季の災害時の訓練の

話もございましたけど、特に札幌は、冬季のとき

の避難場所が確保されているか、潤沢にあるかと

いうと、やっぱり人口とか、まちの規模の割には

決して私は多くないと思いますし、そういった部

分というのは、まだまだ必要じゃないかなという

ふうに思っております。そういった部分で、新た

に建てる公共施設に防災または災害時対応の機能

を持たせるというのは、私は当然だというふうに

思っていますし、その議論がなされないまま、今

このＭＩＣＥ計画が進んでいるというところに関

しては、私はちょっと違うんじゃないかなと、私

は危機管理局が置いてけぼりを食らっているん

じゃないかなと思うわけです。 

 何でこの話をするかというと、やはりもともと

このＭＩＣＥの計画に関して、交付金がほとんど

充当されない、結構今、どの施設も新たな公共施

設、それこそホールであったり、もしくはスタジ

アムであったり、人が集まるところに対しては防

災機能を持たせて、そして、そこに対して国が防

災に関わる交付金を充てているというところが、

多くの実際に行われている公共施設の計画なんで

すが、この札幌市のＭＩＣＥに関しては、そう

いったところがまず見られていないというところ

が、私は違うんじゃないかなと思います。 

 ぜひ今、国のほうでは社会資本整備総合交付金

とか、防災・安全交付金とか、様々なメニューが

ありますけど、そういったものに該当しないよう

な施設ではなく、しっかり防災面の部分で考えて、

当然ながら国の交付金を少しでも多く取って、札

幌市民の負担が少ないような施設にしていかなけ

ればならないと思いますので、そういった部分で

も、危機管理局には、この新たに建てる施設、Ｍ

ＩＣＥもそうですけど、それ以外の施設も含めて、

そういった機能を持たせる部分とともに、国の交

付金を取れるような施設になるように頑張ってい

ただくことを求めて、質問を終わります。 

●松原淳二委員長  以上で、第１項 総務管理

費中危機管理局関係分の質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午前10時29分 

      再 開 午前10時31分 

    ―――――――――――――― 

●松原淳二委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、第２款 総務費 第１項 総務管理費中

総務局関係分及び第11款 職員費 第１項 職員

費中総務局関係分について、一括して質疑を行い

ます。 

●池田由美委員  私からは、会計年度任用職員

制度について、質問をさせていただきます。 

 2020年４月より施行された会計年度任用職員制

度が、６年になろうとしております。本市におい

ても、市役所の多様な部署で採用され、正規職員
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とともに、市政に欠かすことのできない重要な役

割を担っております。 

 しかし働き方は、任用限度が決められ、本市で

言えば３年の有期雇用となっており、継続して働

く場合は新たな募集に応募し、合格すれば違う部

署で雇用を継続できるというもので、不安定な雇

用となっているところです。 

 ここで質問いたしますが、2024年度末に３年任

用に満了となった方の人数と、他部局で採用され

た方、離職された方の人数をお聞きいたします。

また前年度と比較して、特徴を伺いたいと思いま

す。 

●保木職員部長  会計年度任用職員の2024年度、

令和６年度末で、３年任期満了となった職員の人

数の内訳と、前年度との比較について、お答えを

いたします。 

 令和６年度末に、同一部での任用期間が３年に

到達したことにより、任用限度を迎えた会計年度

任用職員の数は、約350人でした。そのうち、今

年度、令和７年度から、他部で任用となったもの

は、約250人であり、一方で、離職した者は約100

人でありました。 

 前年度である令和５年度は、任用限度到達者約

420人のうち、他部での任用者が約270人、離職し

た者が約150人であり、いずれも前年度より減少

しております。 

●池田由美委員  会計年度任用職員制度の施行

から、30人以上の離職者を出す場合、ハローワー

クに提出が義務づけられている大量離職通知書を

毎年出さなければならない、そういった実態が続

いているところです。 

 先ほど答弁がありました、約100名の離職者の

中には、違う部局の募集に応募しなかった方、応

募しても受からなかった方、違う仕事に決まった

方など、様々な方がいらっしゃるというふうに考

えるところです。 

 ここで質問しますが、本市は、これまで働いて

きた方が、他部局の募集に応募せず、離職を選択

した理由を、どのようにつかんでおられるのか、

伺いたいと思います。 

●保木職員部長  会計年度任用職員の離職を選

択した者の理由の把握について、お答えをいたし

ます。 

 会計年度任用職員の離職の理由につきましては、

民間企業や他の自治体への就職のほか、家庭の事

情などによる離職の場合もあると考えられますが、

任用を終えて離職する職員に、離職理由を確認し、

把握することまではいたしておりません。 

●池田由美委員  私は、会計年度任用職員とし

て３年間勤めた職員が、次の募集に応募しなかっ

た理由の把握に、やはり努めていただきたい、そ

して必要な処遇改善に、その理由など把握した上

で取り組んでいく、働きやすい職場環境をつくる

ことが必要だと考えているところです。 

 2024年の１定でも、私は応募しなかった職員の

声を聞いて、制度の改善に生かすべきだと求めて

きましたけれども、聞き取る姿勢がないなという

ところでの今の答弁に、残念な思いであります。 

 次に、本市の会計年度任用職員制度の３年公募

の見直しについて、伺いたいと思います。 

 2024年６月人事院の発表により、非常勤国家公

務員の公募３年要件が撤廃され、これまで３年目

には公募が必要でしたけれども、この要件が撤廃

されたことで、会計年度の任期の設定については、

各自治体が適切に判断することとなりました。 

 全国でも、東京都の千代田区、千葉市、相模原

市など、任用限度を撤廃した自治体が45自治体、

もともと上限がない自治体として20自治体、上限

が今まだあるという自治体は37自治体と、任用限

度の撤廃がどこまで今、広がっていくのかが注目

をされているところです。 

 我が党は、昨年2024年10月の第３回定例議会、

決算特別委員会、さらに今年2025年３月の予算特

別委員会において、会計年度任用職員の３年公募

への本市の対応について、質問しましたが、本市

の制度運用の実態、他都市の検討状況を踏まえて、

引き続き適正な制度となるように努める、今年の

３月の第１回定例議会、予算特別委員会の中では、
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制度運用の実態把握に当たりましては、国から示

された留意点も考慮して、ヒアリングなどの実態

を検討しているところ、との答弁でありました。 

 ここで質問いたしますが、本市の会計年度任用

職員の任用限度の見直しについてのヒアリング調

査や、見直しに向けた検討内容について、伺いた

いと思います。 

●保木職員部長  会計年度任用職員の任用限度

の見直しに向けた検討について、お答えをいたし

ます。 

 任用限度の在り方につきましては、制度開始か

ら一定期間が経過したことや、国の取扱いの見直

しを踏まえ、札幌市の制度運用の実態を調査した

上で検討を進めることとしておりました。 

 このたび、各部署とのヒアリングなどを通じ実

態を確認するとともに、会計年度任用職員の職務

に応じた知識及び経験の必要性や、資格要件など

による人材確保の困難性といった社会情勢の変化

も踏まえて、令和８年度に向けて任用限度の見直

しを行うこととしました。 

 具体的な見直し内容ですが、任用限度３年を原

則としつつも、職の内容に応じて、任用限度到達

後も公募実施の結果に応じて引き続き同一部での

任用を可能とするもので、現在、各任用部署と具

体的な手続を進めているところでございます。 

●池田由美委員  任用限度について、ヒアリン

グ調査などの中で、これまでと同じ３年公募では

ありますけれども、同じ部署で継続して働けると

いうこととなったということであります。 

 ヒアリング調査で、引き続き経験を生かして同

じ部局で働くことがよいと、そういう意見も多

かったということでありますから、各部局で一緒

に働く正規職員の考えも、そこにつかんできた結

果ではないのかというふうに思っているところで

す。 

 国の経済財政運営と改革の基本方針2025、骨太

方針2025には、会計年度任用職員を含めた働きが

いと働きやすさの確保に向けて、これまでの法改

正等を踏まえ、適正な処遇の確保・改善に取り組

むとともに、職務経験等を考慮した適正な給与水

準の決定や、能力実証を経た会計年度任用職員の

常勤化の普及・促進を図ると書かれてありました。 

 既に任用限度を撤廃した自治体の取組も参考に、

国が述べている会計年度任用職員を含めた働きが

い・働きやすさの確保、常勤化の促進に向けて、

かじを切るべきだと申し上げておきたいと思いま

す。 

 最後に、ジェンダー平等の視点から質問をさせ

ていただきます。 

 2025年４月１日時点の会計年度任用職員の男女

別の職員数と割合について、最初にお聞きします。

そして、その結果についての評価も伺いたいと思

います。 

●保木職員部長  会計年度任用職員の男女別の

任用状況及びその評価について、お答えをいたし

ます。 

 2025年、令和７年４月１日時点の札幌市全体の

会計年度任用職員は4,167人であり、うちフルタ

イムが115人、パートタイムが4,052人となってお

ります。 

 また男女別では、男性が1,103人、女性が3,064

人となっており、男性が26％、女性が74％の割合

となっております。 

 任用状況に対する評価としましては、公募に当

たっては性別を限定することはしておらず、広く

公募した結果であると認識をしております。 

●池田由美委員  広く公募した結果だというご

答弁でありました。ただやはり女性が多いなとい

うことが、誰もが印象を持っているのではないか

というふうに思います。 

 全ての部局で会計年度任用職員が配置され、住

民に身近な行政サービスの提供や、地域課題の解

決、まちづくりなどの多岐にわたった行政の仕事

を支えています。 

 しかし、子ども未来局や保健福祉局等でのパー

ト職員の配置は、女性が担ってきた職種の募集が

多いのではないか、そういう特徴があると考える

ところです。 
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 また、子どもの人数で職員定数が毎年変化する

教職員や保育士なども、職員定数の変化に対応す

るために会計年度任用職員が多く配置されている

のではないかというところも推測するところです。 

 専門職である場合も多い教育、医療・福祉分野

での仕事は、特に経験の蓄積が必要であり、不安

定雇用である会計年度任用職員の配置で対応して

いくこと自体に問題があるというふうに考えてい

るところです。 

 新潟市人事委員会が、2025年10月に、会計年度

任用職員実態調査報告書を出しております。保育

士、保健師、保育補助、図書館司書、発達心理相

談員、児童福祉専門相談員、女性相談員、事務な

どの職種ごとへのアンケートがまとめられており

ますけれども、ヒアリング調査の自由意見の記載

の中には、会計年度任用制度への移行によって仕

事に内容で変わったと感じることはない、子ども

が相手の仕事なので、会計年度任用職員だからと

いって責任が軽いわけでもない、などの率直な意

見が記載されています。実態をつかむことは、状

態を正確に知ることになりますから、本市も、こ

うした細やかな調査を実施することで、会計年度

任用職員の働きがい・働きやすさの確保のための

効果的な対策を立てていただきたいと最後に申し

上げて、質問を終わります。 

●山田一郎委員  私からは、出資団体改革の取

組についてとエンゲージメント事業について、２

点伺います。 

 まずは出資団体改革について伺いたいと思いま

す。 

 我が会派では、これまで、出資団体改革につい

て不断の取組を進めていくようただしてきたとこ

ろであり、それを受けて今現在、札幌市では、現

行の出資団体の在り方基本方針について、約10年

ぶりの改定作業に着手しているものと承知してお

ります。 

 さきの令和７年第１回定例会予算特別委員会に

おいて、当時の山本総務局長より答弁をいただき

ましたが、改定する基本方針の内容については、

社会情勢の変化を考慮し、時代に即した実効性の

あるものとし、また、外部有識者における議論を

十分に踏まえ、市民目線に立った透明性のあるも

のにしていくとのことでありました。 

 その後の状況につきましては、今年度において、

まずは、札幌市行政評価委員会を活用して、出資

団体ごとの社会的役割の変化や、公共の関与の在

り方についてきめ細やかに検証していくところで

あり、出資団体所管局に対するヒアリングを開始

したものと聞いておりますが、改定する基本方針、

これを実効性かつ透明性ある内容にして、今後の

出資団体改革の取組を加速させていくためには、

この改定に向けた検証作業をしっかり進めていく

ことが重要であると考えます。 

 そこでまず最初の質問でありますが、札幌市行

政評価委員会によるヒアリングとはどのような体

制で、どのような観点で行われているか、その手

法について確認の意味で伺います。 

●手塚改革推進室長  札幌市行政評価委員会に

おけるヒアリングの手法について、お答えいたし

ます。 

 札幌市行政評価委員会は、大学教授２名のほか、

行財政改革を専門分野とするコンサルタント、弁

護士、公認会計士から成る５名の専門家で構成さ

れており、市の施策や事業等について第三者の視

点で外部評価を行う附属機関でございます。 

 令和７年７月の第１回委員会において、今年度

は出資団体評価を取り扱うことを確認いたしまし

た。 

 そして、基本方針の対象となる出資団体、30団

体全てについてヒアリングを行った上で、団体ご

と、また各団体が担う事業ごとに必要性や民間代

替性等を評価し、各団体への財政的関与や人的関

与の在り方を検証していくことを確認したところ

です。 

 ９月よりヒアリングを開始いたしまして、現在

まで３回、団体数にして10団体行ったところであ

り、出資団体の所管課と、団体が行う事業の関係

課のほか、出資団体職員も同席の下、評価委員か
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ら、これらの検証の視点に沿った質問が行われて

いるところでございます。 

●山田一郎委員  現在行われているヒアリング

では、評価委員から検証の視点に沿った質問がな

されているということでありました。 

 これから、札幌市行政評価委員会での検証を経

て、今後改定する基本方針、これが実効性かつ透

明性のあるものになるかどうかを考えたときに、

現在開催されているヒアリングにおいて、具体的

にどのような質問がなされているかについては、

大変興味があるところであります。 

 ヒアリングを実施している５名の評価委員から

は、それぞれ専門的な見地から的確なご質問がな

されていることと期待します。 

 一方で、これまで我が会派としては、出資団体

の在り方について、ゼロベースで聖域なく見直し

をしていくことが肝要であると、市民目線からの

改革の必要性について、ただしてきたところであ

ります。 

 それらを踏まえた上で、改革推進室として、特

徴的な内容をピックアップして披露していただき

たいと考えます。 

 そこで２点目の質問でありますが、ヒアリング

における具体的な質問内容について、それぞれ検

証の視点に沿って、主なものについてお答えくだ

さい。 

●手塚改革推進室長  札幌市行政評価委員会の

ヒアリングにおける具体的な質問内容について、

お答えいたします。 

 四つの検証の視点ごとに、具体的な質問内容を

お伝えいたします。 

 まず事業の必要性についてですけれども、施設

の指定管理者として管理・運営を行うとともに、

事業を実施している団体について、施設存続のた

めの事業となっていないか、市民に施設や事業が

しっかり認知されているのか、といった質問のほ

か、団体設立後の状況の変化を踏まえると、今後

の必要性について、どのように考えているのか、

といった質問がなされております。 

 事業の民間代替性につきましては、所管課の自

己評価におきまして、採算性・民間代替性・共に

ありとしている事業を、団体が実施する意義は何

か、民間の事業者が実施する形では、事業は成り

立たないのかなど、市の関与を通じた事業の実施

が適切かどうかという観点から質問がなされてお

ります。 

 財政的関与につきましては、今後の市の出資比

率を引下げの見通しや、市からの委託事業におけ

る収支の状況など、さらに人的関与については、

団体が本市退職者の役員就任を求める、そもそも

の必要性など、今後関与の在り方を見直す余地に

ついて検討していく観点から、質問がなされてお

ります。 

●山田一郎委員  それぞれ四つの視点に沿った

質問がなされているというような答弁でございま

した。 

 引き続き、札幌市行政評価委員会において、十

分な議論が行われ、しっかりと検証作業、これを

進めていただくことを期待いたします。 

 そこで最後の質問ですが、ヒアリング終了後は、

札幌市行政評価委員会としては、どのように検証

作業をまとめていく予定か、伺います。 

●手塚改革推進室長  札幌市行政評価委員会に

おけるヒアリング後の検証作業について、お答え

いたします。 

 今後、令和７年12月末までに、残り20団体のヒ

アリングを終え、令和８年１月から評価委員会と

しての考え方をまとめていく予定です。 

 具体的には、事業ごとの検証内容を踏まえた上

で、個別の団体ごとに、財政的関与や人的関与の

在り方の方向性を見いだし、関与を維持または強

化していくグループと、関与を縮小していくグ

ループに整理し、答申を受ける予定でございます。 

●山田一郎委員  行政評価委員会では、検証作

業のほうをしっかりと進めていただいた後に、検

証結果を答申という形でまとめていくというよう

な答弁でございました。 

 札幌市には今後、この検証結果、これを真摯に
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受け止めた上で、出資団体改革の取組を進めてい

く要となる基本方針の改定を行い、それぞれの出

資団体を所管する各局が、各団体へ適切な関与を

行ってほしいということを、今後に向けた要望と

して指摘して、次の質問に移ります。 

 次にエンゲージメント事業、これについて質問

いたします。 

 今年の６月に実施しました、職員エンゲージメ

ント調査、これでは市全体のスコアが50.6ポイン

トとなり、令和５年度の調査開始初めて、民間平

均の50ポイントを超えたと伺いました。 

 また、スコアの推移についても、この調査開始

から順調に改善して、右肩上がりで上昇傾向が見

られるとのことであります。 

 また調査の回答率も、79.6％、約８割が回答し

ており、職員の間で定着が図られてきたと感じて

おります。 

 ただしかしながら、本市の退職状況を見ますと、

自己都合退職者数については、令和４年度は122

人、令和５年度は140人、令和６年度は148人と、

増加傾向が続いており、直近20年で最も高い水準

となっております。 

 エンゲージメント事業については、組織の魅力

を高め、人材の確保・定着につなげることで、組

織力を向上させることが目的であると認識してお

ります。 

 エンゲージメントスコアが上昇しているにもか

かわらず、この退職率が上昇している現在の状況

は、ある種構造的な矛盾が生じているようにも考

えられるところであります。 

 そこで質問ですが、エンゲージメントスコアと

退職率の相関について、どのように認識・分析し

ているのか、伺います。 

●手塚改革推進室長  エンゲージメントスコア

と退職率の相関についての認識及び分析について、

お答えいたします。 

 エンゲージメントスコアと退職率につきまして

は、約１万2,000社を調査しております受託業者

によると、民間企業において、スコアが高い部署

では退職率が低く、スコアが低い部署では退職率

が高いという相関関係があることが分かっており、

スコア上昇は退職率の低下に寄与するものと認識

しております。 

 また、本市や他の自治体における相関関係を受

託業者とともに分析したところ、同様の相関関係

が見られたところであり、エンゲージメントスコ

アの高い部署ほど退職率が低くなることが判明し

ております。 

 札幌市全体でエンゲージメントスコアが上昇し

ているにもかかわらず、退職率も上昇しているの

は、スコアが平均以上の部署からの退職者よりも、

スコアが平均未満の部署からの退職者のほうが多

かったことによるものと分析しております。 

 またこのほか、個人のキャリアビジョンや、仕

事に対する価値観の変化などの職員個々人の内面

的な要因、労働市場の流動化などの外部的な要因

などが、複合的に絡み合っているものと推察して

いるところでございます。 

●山田一郎委員  エンゲージメントスコア、こ

れは退職率には相関関係があるということで、エ

ンゲージメントスコアの高いところは、離職しづ

らいですけれども、低いところは離職が高いとい

うことで、退職者が増えているということは、そ

うすると本市が、どちらかというと力を入れてい

る部局、人を入れている部局が少し低いのかなと

推察するところもありますので、そこら辺をしっ

かりと注視していただければと思います。 

 そして今回の調査で、役職別のスコア、これを

見てみますと、憂慮すべき点として、全階層の中

で係長職のエンゲージメントスコア、これが49.0

ポイントと、最も低い数値が示されております。

特に課長職と係長職の間ではスコアに大きな隔た

りが見られ、とりわけ仕事の責任ややりがい、仕

事を通じた社会への貢献実感といった項目におい

て、顕著な差が出ております。 

 係長職は本市の行政運営において、実務を推進

する上で極めて重要なポストであると認識してお

ります。市民サービスの最前線で業務を遂行しつ
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つ、マネージャーとして職員の育成・指導、業務

管理にも当たっているのが係長職であり、そのエ

ンゲージメントの低下は、市民サービス全体の質

にも影響を及ぼしかねません。 

 昨今では若手職員のみならず、係長職において

も、キャリアアップや、よりよい職場環境を求め

て退職する例も聞いており、これは本市の組織力

を維持・強化していく上で、看過できない問題で

あると考えます。 

 今後、札幌市という組織を円滑に運営し、市民

の皆様へ質の高い行政サービスを持続的に提供し

ていくためには、係長職のエンゲージメント向上

にこれまで以上に注力していく必要があると考え

ます。 

 そこで質問ですが、係長職のエンゲージメント

調査の結果について、どのように分析をしており、

今後どのように対応していくおつもりなのか、伺

います。 

●手塚改革推進室長  係長職のエンゲージメン

ト調査結果についての分析及び今後の対応策につ

いて、お答えいたします。 

 エンゲージメントの調査結果を役職階層別に分

析いたしますと、おおむね役職の高さにスコアも

比例してまいりますけれども、係長職については

49.0ポイントと、一般職を1.2ポイント下回って

最も低いスコアとなっており、また課長職との乖

離も8.2ポイントと大きくなっているところでご

ざいます。 

 要因につきましては、特に区役所で見られる傾

向ですけれども、日々の業務に追われる中で、上

司からの組織的な方針伝達が不足してしまうこと

や、職場運営における情報、判断軸の提供が不足

してしまうことなどが、結果から読み取ることが

できます。 

 そういった現状を踏まえまして、係長職を指

導・育成する課長職をはじめとする管理職に向け

た対策といたしましては、今年後から各局区、各

部、各課で組織目標を設定し、各課の会議や個人

面談の場などを通じて、職場全体で組織的な方針

を伝達・共有する取組を開始したところでござい

ます。 

 また、管理職向けの全体セミナーにおいて、管

理職に求められる役割や、部下職員への向き合い

方などについての意識の共有を進めるとともに、

各部署ごとや、各職域、職種ごとの調査結果を用

いた部署別セミナーや個別相談会を実施すること

で、個別の課題への対応策を助言し、エンゲージ

メントの向上を図っているところです。 

 今申し上げました管理職へのマネジメント対策

を充実させていくと同時に、係長職に直接フォー

カスした対策といたしましては、動画配信などの

手法を通じて、経営層が考えている組織理念や係

長職への期待などを伝える取組を実施する予定で

ございます。 

 今後もエンゲージ調査の結果を、年齢・在職年

数・職位などで詳しく分析を進め、職員がそれぞ

れの使命を明確にし、上司の支援を受けつつ、や

りがいを持って仕事ができるような支援を行って

まいりたいと考えております。 

●山田一郎委員  係長職に直接フォーカスした

対策を行っていくということで、最後は本当にや

りがいを持って仕事をできるような支援、これが

一番大切だと思いますので、これからもお願いし

ます。 

 エンゲージメント調査の意義というところなん

ですけれども、約８割という回答率からして、こ

れはもう札幌市全体に定着してきたという印象が

あります。そのためこの調査、これを心の健康診

断だと思って毎年定期的に行うことで、この調査

結果を有効に活用してほしいと考えます。 

 あわせて、もう昨今言われておりますが、本市

の厳しい財政状況を考慮いたしますと、調査や研

修を積み重ねることで、内製化することもご検討

いただきたいと思います。 

 この職員提案が適切に実施されているか、それ

が人事や昇進を含め、適切に評価されているか、

さらにはモチベーションの向上につながっている

かなど、組織風土の活性化に向けて改革推進室が
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取り組むべき課題はたくさんあると思います。 

 また、管理職が率先して風通しのよい職場づく

りを行うことが、エンゲージメントスコアアップ

につながると思います。昨年の委員会で、藤田副

委員長が提案した「さんづけ職場」、一部にいた

方は聞いていると思うんですが、改革推進室内で

試行実験していると伺いました。やってみたとこ

ろ、役職の垣根を取り払って、一般職、係長職が

職場内で自由闊達に意見交換するのに大いに役

立ったとのことでありました。 

 もちろん「さんづけ職場」にかかわらず、風通

しのよい職場づくりを全市的に広めていただくこ

とを期待します。 

 担当者と管理職をつなぐ係長職の支援につきま

しては、改革推進室のみならず、職員部も加えた

人事管理部門全体で、人事施策の検討・実施をし

ていく必要があります。係長職が働きやすいよう

に、管理職、ひいては山本副市長をはじめとする

経営層が、対策に注力することが肝要であること

を指摘して、私からの質問を終わります。 

●うるしはら直子委員  私からは、大きく２項

目、人材確保と職員の魅力向上についてと、また

ホームページのリニューアルについての２点で伺

います。 

 初めに人材確保と職員の魅力向上について伺い

ます。昨今の地方自治体を取り巻く環境は、人口

減少ですとか、また少子高齢化、多様化する行政

ニーズへの対応など、様々な課題を抱えておりま

す。このような中、行政サービスの担い手である

職員の人材確保と育成、これは持続可能な行政運

営のためにも極めて重要な課題です。近年こうし

た地方公務員の人材確保は、全国的に深刻化して

おり、受験者数の減少や離職率の上昇が大きな課

題となっています。 

 こうした状況の中で、本市は民間企業との併願

者や、また働きながら公務員試験を目指す方々に

も門戸を開くため、ＳＰＩ方式による採用試験を

導入するなど、先駆的に様々な取組を進めている

ことは評価できます。 

 また、職員の組織に対する愛着、そして貢献意

欲を示す、先ほども質疑がありましたけれども、

このエンゲージメントの向上も、職員がやりがい

を持って働く、長く働き続けるためにも欠かせな

いという視点です。 

 特に本市は、３年にわたってエンゲージメント

調査を実施して、その結果を基に組織改善に取り

組んでおりますけれども、これは他都市に先駆け

た、先進的な取組であると、これも評価しており

ます。 

 そこで今回は、職員のやりがいを持って働くこ

とができ、また市民サービスの向上につながるよ

うな、これからの時代に即した人材確保・育成と、

組織の魅力向上といった観点で、３点質問させて

いただきます。 

 まず人材確保について伺います。若年層の公務

員離れが進む中、受験者数の減少、そして採用後

の離職者の増加、これは本市においても喫緊の課

題となっており、我が会派としても、この点につ

いては繰り返し、その対策について質疑を繰り返

してまいりました。 

 そうした対策の中でも、昨年度、大学の部の一

般事務・行政コース10月採用枠の試験から導入し

ました、このＳＰＩ方式の採用試験では、倍率も

6.2倍になるなど、一定の成果が出ていたという

ことから、今年度、新たにＳＰＩ３を活用した４

月採用枠を設けて、技術職にもそれを拡大したと

承知しております。そこでまず、その結果と受け

止めについて伺います。 

●保木職員部長  新たな採用試験の結果と、そ

の受け止めについて、お答えをいたします。 

 最も採用者数の多い、大学の部の一般事務・行

政コースを例に挙げますと、令和６年度は、一般

方式、ＳＰＩ方式合わせての受験者は計890人で

ありました。令和７年度は計1,125人と、受験者

数が約26％増加をいたしました。 

 新たな採用方式の導入ですが、単に受験者数が

増加しただけではなくて、民間企業での職務経験

者など、これまでにない受験者層の掘り起こしに
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もつながり、結果として有為かつ多様な人材の確

保にも寄与したものと認識しております。 

●うるしはら直子委員  このＳＰＩと、新たな

採用手法の拡大によって、10月に続きまして、４

月についても受験者数が増加したということで、

この人材確保に向けた取組が、着実に成果を上げ

ているということだと思います。今後もこの傾向

が続くこと、これを期待しつつ、引き続きこの動

向については注視してまいりたいと思っています。 

 一方で、この人材確保は、採用という入り口だ

けではなく、採用後に長く活躍し続ける、定着と

いった観点も重要と考えます。 

 採用した有為な人材を定着させて、離職に至ら

せない取組は、今後の札幌市の職員力・組織力向

上には不可欠です。その点からも、本市が職員の

組織への愛着や貢献度を示す、このエンゲージメ

ントに着目しまして、先ほども冒頭に触れました

けれども、他の政令市に先駆けて調査を継続して

行って、結果を基に改善に取り組んでいる、これ

は私の聞いたところによりますと、全国の公務員

の方たちとも交流があるんですが、その中で聞い

たところでは、政令市の中でも本当に幾つかしか

継続をして、また先駆けてやっているところはな

いということを聞いております。札幌、熊本とい

うところが先駆けになっているということですの

で、これについては、重ねて評価をするところで

す。 

 今年度のエンゲージメント調査の結果につきま

しては、どの職員においても、前年度の調査より

もスコアが改善しているということで、これも先

ほどの質疑のほうにもありましたけれども、結果

としては市役所全体のスコアも改善して50.6ポイ

ントになり、また調査開始以来初めて全国平均で

ある50ポイントを超えています。これはこれまで

の地道な取組が着実に実を結んでいるものと受け

止めております。 

 しかし、その調査結果の内訳を見たところ、若

手職員のエンゲージメント結果については、大変

不安を感じるところであります。 

 これは以前からの傾向でもありますけれども、

採用１年目から２年目にかけて、若手職員のエン

ゲージメントスコアが大きく低下するという点で

す。高い志を抱いて入庁した職員の意欲が僅か１

年で低下してしまう、もう２年目の壁とも言って

いいような状況、これを私は大変重く受け止めて

おりまして、将来の札幌市を担う若手職員の長期

的な活躍と定着を図る上では、率先して取り組む

べき課題だと考えます。 

 そこで質問ですが、この若手職員におけるエン

ゲージメント調査結果をどのように認識している

のか、また、若手職員のエンゲージメント維持・

向上のために、今後のどのような施策を講じてい

くのか、伺います。 

●手塚改革推進室長  若手職員におけるエン

ゲージメント調査結果に対する認識と対策につい

て、お答えいたします。 

 調査結果に対する認識についてですが、若年層

の離職防止の観点からも、大きな課題と捉えてお

ります。 

 特に事業内容に関する項目や、上司からの情報

提供といった項目でスコアが下がっており、日々、

目の前の業務に追われ、仕事の意義や組織の方針

などを実感しにくくなっていると推察しておりま

す。 

 このため、先ほども答弁いたしましたとおり、

今年度から新たに局、部、課単位で、それぞれ組

織目標をつくり、自らの仕事の意義を認識しやす

くしたところです。 

 また、今年度は初めて若手職員向けにもセミ

ナーを開催したところ、80名を超える参加があり、

同セミナーにおいて、モチベーション向上につな

がる啓発を行ったところでございます。 

 加えて、経営層からの動画配信の中で、経営層

の考えや、若手職員への期待など、若手職員向け

の内容も盛り込む予定で準備を進めております。 

 様々な取組を、関係部局と連携しながら実施し

ていくことで、若年層の離職防止や、貢献意欲・

組織愛着度の向上を図ってまいりたいと考えてお
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ります。 

●うるしはら直子委員  ただいまのご答弁いた

だいた中で、この若手職員のエンゲージメント低

下に対する危機感、そしてまた、若手職員が仕事

の意義を実感できるような期待を込めた、具体的

な取組を進めている状況について、理解いたしま

した。 

 日々の業務と組織目標のつながりを意識させる

ということ、これはエンゲージメントの根幹に関

わる重要な視点だと思います。エンゲージメント

の向上には、そうしたやりがいと同時に、職員一

人一人が自身のキャリアプランを描いて、成長を

実感できる環境、これもまた不可欠と考えます。 

 特にキャリアの入り口にいる若手職員にとって

は、仕事の進め方ですとか、組織のルールに慣れ

てきたといった時期に、自分の専門性やキャリア

に対する悩みというのも生まれやすくなるのでは

ないかと思います。 

 この職場で、どのように成長していけるのか、

こうした見通しがモチベーションを大きく左右す

るとも考えます。 

 そうした観点から、本市が新たに導入しました、

ジョブチャレンジ制度や、庁内インターンシップ

は、職員の主体的なキャリア形成を後押しする取

組であると認識をしております。 

 まずこのジョブチャレンジ制度につきましては、

職員が自ら異動を希望する職場に対して、自分の

キャリアプランや、仕事への熱意を直接アピール

できるというものであり、職員の主体的なキャリ

ア形成を支援するという制度だと思います。 

 またこの庁内インターンシップですけれども、

これは自身の所属以外の部署の具体的な役割、そ

して業務内容を理解する機会がなく、また異動経

験の少ない職員にとって、職場の雰囲気や、仕事

内容を肌で感じられる貴重な機会になっていると

も、聞いております。 

 これらの取組は、エンゲージメントスコアが変

動しやすい若手職員の意欲向上、また離職防止に

対しても、大いに寄与するものと期待していると

ころです。 

 そこで質問ですが、ジョブチャレンジ制度や庁

内インターンシップに参加した職員の反応や受け

止めについて、またこれらの取組を今後どのよう

に発展させていくのか、今後の展開について伺い

ます。 

●保木職員部長  ジョブチャレンジ制度と、庁

内インターンシップの受け止めと、今後の展望に

ついて、お答えをいたします。 

 ジョブチャレンジ制度、庁内インターンシップ

は、若手職員のエンゲージメント向上を目的とし

て、令和６年度から新たに導入した、職員の主体

的なキャリア形成を後押しする取組です。 

 先日実施したジョブチャレンジ制度に関する職

員アンケート調査では、ジョブチャレンジ制度に

参加した職員の82.9％が、参加してよかったとい

う回答をしております。 

 制度を利用した職員からは、自分のキャリアに

ついて、真剣に考えるきっかけになった、希望部

署に自分を直接ＰＲできるよい機会だったといっ

た、前向きな声が多く寄せられたところでござい

ます。 

 また、庁内インターンシップに参加した職員か

らは、具体的な業務内容のほか、苦労、やりがい

も理解できた、異動先を検討する機会としてだけ

ではなく、業務の目的や意義を再認識する機会と

なったといった声が寄せられております。 

 共に職員のモチベーション向上に資する非常に

有意義な取組であったと受け止めております。 

 今後も、こういった制度をさらに多くの職員に

活用してもらえるよう、参加を検討する職員だけ

ではなく、意欲ある若手を受け入れる所属に対し

ても、引き続き丁寧な周知と理解を促すことで、

さらに活用しやすい環境を整えていきたいと考え

ております。 

●うるしはら直子委員  この人材確保が大変厳

しいといった時代の中、本市が先駆的に取り組ん

でいる採用試験の工夫ですとか、また若手職員の

エンゲージメント向上の施策について、様々な制
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度をやっていること、これについては理解するこ

とができました。 

 今後も本当にいろんな課題はあるんですけれど

も、一つずつ着実に進めていただいて、さらに向

上していただくことを願っております。 

 最後に要望を申し上げまして、この質問を終わ

りたいと思います。 

 今、職員のインターンシップというのもあった

んですけれども、これから札幌市の職員を目指す

学生について、公務員の仕事への理解を深める上

でも、そうした学生向けのインターンシップ、こ

れは非常に貴重な機会であると考えております。 

 しかしながら本市のインターンシップ、オープ

ンカンパニーは大変人気で、希望者全員が参加で

きないと聞いております。たまたまなんですが、

今回私のほうも、インターンで学生を受け入れた

んですが、その中の一人が、オープンカンパニー

に応募しまして、本人の言葉を借りると、落ちた、

というんですね。そこに落ちたと。そしてプレの

ような形で、ここに該当しなかった子たち何百人

かを集めまして、札幌市のほうで、職場の見学で

すとか、職員の方たちとの意見交換のほうを、ま

た別に設けていたんですけれども、そこも、私は

落ちたから、そこに行かなければ次はもうないん

だというような、そんな感覚を持っているといっ

た学生もありました。 

 もちろん、受入れ側のキャパシティーの問題と

いうのもあると思うんですけれども、そうした学

生たちが、もっと意欲を持って、また再度そう

いったインターンシップを受けたり、そして札幌

市の試験を受けるんだ、というような意欲を湧か

せていただくような魅力を、直接体験する機会を、

また増やして、提供していただくことを強く願っ

ております。 

 また若手職員のエンゲージメント向上について

ですけれども、現状を正確に把握して、効果的な

施策を継続していく、このことは何度も繰り返し

ていますけど不可欠ですので、そのためのエン

ゲージメント調査も、さらに継続して行っていた

だくことをお願いしたいと思います。 

 今後も本市が有為な人材を継続して確保できる

よう、引き続き積極的な取組を進めていただくこ

とを要望しまして、次の質問に移ります。 

 次に、市民生活にとって最も身近な情報発信の

拠点である、市の公式ホームページのリニューア

ルについて、伺います。 

 令和６年度決算におきまして、市公式ホーム

ページ再構築費4,039万円の計上がございました。

2026年度のリニューアル公開に向けた足掛け３か

年にわたるプロジェクトと承知しております。 

 本年３月の予算特別委員会における私の質問に

対しましても、本リニューアルでは、まず情報を

探しやすくするための改善、そして各部署での効

果的な情報発信の実現を目指すとの答弁をいただ

いたところです。 

 その後、このプロジェクト期間も折り返し地点

を経過しまして、これまで様々な課題解決に取り

組みながら、先日ご答弁いただいた方針などに基

づきまして、市民の期待に応えるべく、着実に準

備を進めておられることと推察いたします。 

 そこで質問ですが、公式ホームページ再構築事

業について、現在までの具体的な進捗と今後の見

通しについて、伺います。 

●前田広報部長  市公式ホームページのリ

ニューアルの進捗状況と、今後の見通しについて、

お答えいたします。 

 市公式ホームページ再構築事業については、令

和６年度から８年度の３か年をプロジェクト期間

として、計画的に進めているところでございます。 

 初年度の令和６年度は、事前準備期間と位置づ

け、コンサルティング事業者の支援の下、現行

ホームページの課題分析や、利用者と発信者の双

方にとって利便性の高いホームページとするため

のリニューアル方針を策定いたしました。 

 また、この方針の実現に向け、新たに導入する

システムに必要な機能や、次期ホームページの仕

様の検討を進めてまいりました。 

 今年度は、本市の方針をより効果的に実現でき
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る事業者を公募型企画競争により選定した上で、

実際のホームページの構築に向けた、再構築業務

を８月より開始したところでございます。 

 今後、令和８年度にかけて、トップページをは

じめとするデザイン・ひな形の作成や、システム

の設計・構築、コンテンツの移行・改善作業、職

員研修などを順次実施してまいります。 

 プロジェクト全体は、おおむね計画どおり進捗

しており、令和８年11月の公開を目指し、引き続

き着実に業務を進めてまいります。 

●うるしはら直子委員  事業の全体像と、プロ

ジェクトを計画的に進めていただいているという

ことで、再構築業務は８月から始めたということ

が分かりました。 

 その上で、市のホームページ全体が、よりよく

生まれ変わるためには、もちろん器も大事なんで

すけれども、各部署での個々の情報発信、そして

情報管理の在り方、これも見直していくことも重

要だと考えます。 

 そこで具体的な課題として、区役所のホーム

ページについて伺いたいと思います。 

 この区役所のホームページについては、市民に

とっても、もちろんこれも身近な情報発信ですね、

地域情報の発信の拠点ではありますけれども、現

在この10区のホームページを見ますと、デザイン

やサイト、構造が統一されていなくて、また区に

よって情報の量、質、内容、これが大変温度差が

見られると感じています。 

 また各種手続など、本来であれば市全体で共通

に案内しているべき情報ですね、これが各区の情

報と、そして本庁部局のページに重複して掲載さ

れているなど、市民がかえって混乱しかねないよ

うな状況にあるということを感じております。 

 私、今後のホームページの在り方としましては、

各区、そして各部署が、自由にそれぞれのオリジ

ナリティはあっていいんですけれども、自由に情

報を発信するのではなくて、ホームページ全体を

明確な方針を持って管理して、全庁的に質の高い

情報を市民に届けるためのルールや仕組みづくり、

これが重要だと感じています。 

 そこで質問ですが、現在の課題を踏まえて、区

役所ホームページをどのように見直していくのか、

また併せて市公式ホームページにおける全庁的な

情報管理、いわゆるウェブガバナンスの強化につ

いて、どのような考えをお持ちか、伺います。 

●前田広報部長  区役所ホームページの在り方

と、全庁的なウェブガバナンスについて、お答え

いたします。 

 委員からご指摘をいただいた、区役所ホーム

ページの課題の解決に向けては、昨年度から、広

報課と各区のホームページ担当者で検討を重ね、

区役所と市役所が一体となって情報発信を行うこ

との重要性を共有したところでございます。 

 これを踏まえ、リニューアル後は、どの区の

ページからも市全体の情報に容易にアクセスでき

るようにするため、区役所ホームページを市役所

ホームページの一部と位置づけるとともに、各区

のデザインやメニュー構成の共通化を図ることと

いたしました。 

 また、全市共通の手続情報は、原則として本庁

部局のページに集約することとし、区役所ホーム

ページ内には、区独自の情報のみを掲載すること

で、めり張りのある情報発信を目指してまいりた

いと考えております。 

 このように、市公式ホームページが、各部署が

管理する情報の寄せ集めではなく、その全体を一

つの有機体として、統一的に管理・運営していく

ウェブガバナンスの視点は、今後の全庁的な広報

の在り方にとっても、非常に重要なものであると

認識しております。 

 区役所のみならず、本リニューアルを機にこの

考え方を全庁に根づかせ、リニューアル後におい

ても、システム機能や運用ルール、管理体制、職

員の意識啓発といった多角的な側面から、市公式

ホームページ全体の品質を継続的に維持・向上で

きる仕組みづくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

●うるしはら直子委員  区役所のホームページ
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の在り方、そして全庁的なウェブガバナンスの強

化に向けたお話だったんですけど、今のご答弁を

聞いておりまして、もう本当に単なるホームペー

ジの改定ではなくて、横串を刺していくような、

全庁的な、いろいろな効率化も含めてですよね、

改革になっていくのかなと思って聞いておりまし

た。 

 最後に要望を申し上げて、質問を終わりたいん

ですが、今回いろんなお話を聞いていて、市民の

方からも、私はホームページは見ないからという

ような声も聞くんですけれども、これ実はあまり

皆さん気づいていないところでして、携帯ですと

か、パソコンで検索をして、最後にたどり着くと

ころは、やはりホームページの部分なんですよね。

そうした意味では、大変重要なところ、市民に対

しての情報だと思います。 

 昨今は大変誤った情報、そしてフェイクニュー

ス、またＡＩにおいても、まだまだハルシネー

ションなども多い状況ですから、市民が間違った

情報に誘導されがちな状況にあります。 

 先ほどの危機管理局の質疑の中でも、ホーム

ページを活用して情報の発信をするといったお話

もあったんですけど、こうした重要な情報発信で

すね、こうしたものもやはり根幹にあるのはホー

ムページの情報なんだと思います。 

 より市民に正確な情報を、分かりやすく伝える、

そのことは大変重要で、そのための改善なんだと

思っています。 

 そのために、まずは改善も大事なんですけど、

その後の運用ということが大変重要になってくる

と思います。各区、そして各部署、横串を刺しな

がらやっていく中では、この広報部の方が中心と

なって、よりよい活用に向けた運用をしていかな

くてはいけないと思います。 

 春にも申し上げましたけれども、その点を踏ま

えまして、財政部長にもお願いしたいところです

が、ぜひ個々の部署で運用するための増員という

ことを、しっかりと検討していただくこと、これ

を要望として申し上げていきたいと思います。 

 それらの取組、そして本事業が着実に実行され

て、その成果として、新たなホームページがより

価値あるものとして、市民に届けられることを強

く期待いたしまして、私の質問を終わります。 

●前川隆史委員  私からは、フェアトレードに

ついて、そしてこれからの行政改革について、以

上２項目、お伺いいたします。 

 まず１点目、フェアトレードについて伺いたい

と思います。 

 我が会派は、ＳＤＧｓに基づいた持続可能なま

ちづくりを進めていくことが、大変重要であると

いうふうに考えまして、代表質問や、各委員会に

おいて、これまで一貫して、その重要性を訴えて

まいりました。 

 ＳＤＧｓに関するこの取組は、世の中あまた多

くございますが、私は中でもこのフェアトレード

の取組が、市民にとっても一番身近で、気軽に参

加できる国際貢献であると、そういった運動であ

ると考えまして、札幌市もフェアトレードの普

及・啓発にしっかり取り組むべきだと、繰り返し

主張してきたところでございます。 

 そうした中札幌市は、日本フェアトレード

フォーラムが認定する、まちぐるみでフェアト

レードの輪を広げていく、フェアトレードタウン

として、2019年に日本では５番目のまちとして、

認定を受けたところでございます。 

 当時私は札幌市が審査を受けるに当たりまして、

札幌市議会を代表して、日本フェアトレード

フォーラムから派遣された、フェアトレードタウ

ンの認定官の面接を受けまして、議会としての取

組をご説明させていただいたところでございます。 

 そんな経過もございまして、札幌市がフェアト

レードタウンに認定されたことを本当にうれしく、

また誇りに感じたことが思い出されます。 

 さて、このフェアトレードタウンの認定、有効

期間は３年間でございます。更新に当たっては、

運動の展開や、市民の啓発、自治体によるフェア

トレードの指示と普及といった、フェアトレード

タウンとして認定されるのに必要な六つの基準が
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継続的に満たされていることが必要となります。 

 そこで伺うわけですが、本年は２回目の認定更

新の年でございます。札幌市のフェアトレードタ

ウン認定の更新状況について、お伺いいたします。 

●烝野国際部長  フェアトレードタウン認定の

更新状況について、お答えいたします。 

 フェアトレードタウンの更新申請は、市民団体

フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議が申請主

体となって、手続を進めてきたと承知しておりま

す。 

 前回の認定更新以降、基準を満たすため、当該

市民団体が中心となり、フェアトレードフェスタ

ｉｎさっぽろなどのイベントを毎年実施してきた

ほか、札幌市としても、企業や学校への出前講座

や、市有施設でのフェアトレードに関する展示を

実施するなど、普及啓発の取組を着実に重ねてき

たところであります。 

 その結果、フェアトレード推進活動がさらに深

まり、より活性化していることが評価され、2025

年８月25日付で、更新が認められたところでござ

います。 

●前川隆史委員  無事に認定されたということ

で、６月が認定更新の時期でございましたので、

なかなか結果が出なかったということで、連絡が

なかったので、私も肝を冷やしたのですが、よ

かったです。フェアトレードフェスタ等と、戦略

会議の皆さんも、毎年地道に、誰が知ろうと知ら

れまいと、本当に活動を頑張っておりまして、私

自身も、まちでスーパーですとか、コンビニです

とか、フェアトレードのマークのついた商品を見

かけては、さほど必要がなくても、なるべく買う

ように努力をして頑張っております。一安心でご

ざいます。 

 しかしその一方で、先ほどもちょっとそんなよ

うなお話もありましたが、今この日本の社会では、

特にＳＮＳを中心に、自己の価値観に固執して、

異なるものの価値を受け入れない排外主義的な動

きが目立つようになってまいりました。 

 その原因の一つと言われているのが、ＳＮＳな

どのネット社会におけるエコーチェンバー現象で

ございまして、このエコーチェンバー現象とは、

ＳＮＳなどで何かを検索すると、自分と似た考え

を持つ人々の情報ですとか、そういったものがよ

り増幅する情報に次々と囲まれていきまして、自

分の意見とか考えが反響して、強化、先鋭化して

いく、こんなような現象です。 

 本来は音響用語でございまして、反響室を意味

しておりまして、閉じた空間で声が反響すること

になぞらえております。私の下手な歌も、時々う

まく聞こえるエコーと同じでございまして、大し

た歌じゃないんですが、非常にすごいようなこと

に勘違いしていくという、そんなこともあります

が、これにより、多様な意見や異なる視点に触れ

る機会が極端に減って、特定の情報が正しいと誤

認してしまう危険性があるわけです。一種の人を

介さない洗脳とも、最近言われるようになってき

ました。結果、自分と異なる視点ですとか価値観

が排除されていって、違う考えや価値観を、あし

きものと捉えてしまって、他者への思いやりです

とか、世界の多様な人たちと共存していくという

想像力を奪ってしまうことになっていると言われ

ております。 

 そうした時代背景の中で、このフェアトレード

はまさしく公正な取引を通じて、世界における貧

困や飢餓の根絶、環境保護といった地球規模の課

題解決に寄与するという、世界の国々の状況や国

際社会の問題について考える機会を提供する格好

の取組でございまして、さらに重要性を増してい

ると、このように思います。 

 そこで伺いますが、フェアトレードタウンの認

定更新を受けて、今後どのような考え方の下、こ

のフェアトレード推進の取組を行っていくのか、

伺います。 

●烝野国際部長  フェアトレード推進に当たっ

ての考え方について、お答えいたします。 

 札幌市では、昨年、今後10年間の国際施策の方

向性を定めた、札幌市多文化共生・国際交流基本

方針を策定いたしました。 
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 その中で、フェアトレードの推進については、

市民が地球規模の課題を自分事として認識し、そ

れぞれが自らできることについて行動するよう促

すための手段として位置づけているところでござ

います。 

 近年、委員ご懸念のとおり、異なる視点や文化、

価値観を受け入れることへの理解不足などにより、

海外の国や外国人に対する心ない言葉が、ネット

上を中心に存在していることは承知しております。 

 このたびの認定更新を契機といたしまして、今

後とも多様な価値観に触れ、他者への思いやりの

心を育むきっかけにもなるよう、特に若い世代に

向けた周知啓発や取組に注力してまいりたいと考

えております。 

●前川隆史委員  他者への思いやり、特に若い

人がそういった心を持っていくように頑張ってい

きたいようなお話がございました。 

 本当にこの札幌市が国際社会の一員として、そ

の発展と平和に寄与していくために、特に若い世

代、青少年を中心に、働きかけを行っていくこと

が重要でございます。 

 フェアトレードの理念の普及を通じて、国際感

覚豊かな人材を育てていくことは、特定の分野に

限ることではなく、世界の様々な分野で活躍する

人材を育てることにもつながってまいります。 

 そこで伺いますが、若い世代に向けて、どのよ

うにフェアトレードの理念の普及啓発を行ってい

くのか、その具体的な取組をお聞かせいただきた

いと思います。 

●烝野国際部長  若い世代に向けた、具体的な

取組について、お答えいたします。 

 これまでも、学校や企業、団体に対し、フェア

トレードの意義や札幌での取組などを伝える出前

講座を行ってきたところでございます。 

 この出前講座につきましては、今年度から北星

学園大学のフェアトレードサークルの大学生と共

同で、さらに若い世代である小中校生を対象に実

施することを企画しております。 

 こうした取組は行政だけで実施するよりも、近

い世代の人から話を聞くことで、親近感を持ち、

身近な問題として捉え、一層フェアトレードに対

する理解が深まる効果が期待できますことから、

今後も積極的に推進してまいりたいと考えており

ます。 

●前川隆史委員  北星学園の学生さんが、小中

学生にしっかり講義していくというお話がござい

ました。本当に若い世代が若い世代を啓発してい

くというか、心通わせながら、国際社会のことを

考え、共にそういった部分に役立つ人材になって

いこうと、このように思いを一致させていくとい

うのは、非常にすばらしい取組かと思います。 

 共生社会の実現は、何かきれいごとを話してい

れば、おのずと達成されるものではございません。

我々一人一人のたゆまぬ努力が必要でございます。 

 フェアトレード運動は、まさにその努力すべき

重要な取組であると思います。 

 札幌市がフェアトレードタウンの誇りをしっか

り持って、今後も若い世代や、世界とのつながり

を深めて、平和実現への努力は決して惜しまない

世界都市として成長すべきと伝えて、次の質問に

移りたいと思います。 

 次に、これからの行政改革について、ど直球で

１問、伺います。 

 改革推進室では、これまでも、まちづくりの取

組を着実に、より効果的に推進していくため、ア

クションプラン2023では、行政運営の取組を定め

て、市民のために協働し挑戦する市役所を目指す

姿として、行政運営・行政改革に関する82項目の

取組を推進しております。 

 具体的には、相談対応や福祉業務など、より職

員が注力すべき業務に人的資源を集中させ、申請

事務、発送事務などの、いわゆるノンコア業務を

集中処理する行政事務センターの運営などを実施

して、生産年齢人口減少社会を見据えた取組を進

めてまいりました。私も何度も何度も議会で議論

させていただきました。しかしながら、昨今の社

会情勢の変化は激しく流動性、不透明性が増して

おります。例えば、物価や人件費の上昇に伴う支
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出の増加に、市税の収入増が追いついていないこ

となどから、令和８年度予算編成に向けては、各

局の事務経費を前年度比で15％減とする方針が打

ち出されるなど、世の物価高騰は札幌市の財政に

大きな影響を及ぼしていることが伺えます。 

 一方で、必要な市民サービスは、今後も維持し

ていく必要がございまして、効率的、効果的な事

業の実施がますます必要となっております。 

 そのような中、公務員という職業が必ずしも若

い世代から選ばれない状況が顕在化してきており

ます。先ほど来もいろいろ話がございましたけど

も、札幌市の受験者数、競争倍率は徐々に減少し

ている傾向がございます。 

 また、令和７年度採用試験では、技術職の一部

において、採用倍率が１倍になる区分が出始めま

した。 

 また国家公務員の技術職や、道外の一部自治体

においては、既に定員割れも発生している状況で

ございます。また、若い世代の職員が、志半ばで

退職していると、そういった数も増えているとい

うふうに伺っています。 

 このように、地方自治体を取り巻く状況が刻々

と厳しい方向に変化していく中で、札幌市はこれ

まで以上に、従来の考え・スタンスにとらわれず、

抜本的な改革を進めていかなければ、行政組織全

体、ひいては札幌市全体が衰退していくのではな

いかと、強い危機感を持っておるところでござい

ます。 

 そこで質問ですが、昨今の社会情勢の変化をど

のように受け止め、今後どのような視点、観点で

市役所の改革に取り組んでいこうと考えているの

か、改革推進室長の力強いお考えを伺いたいと思

います。 

●手塚改革推進室長  昨今の社会情勢の変化を

どのように受け止め、今後どのような観点で市役

所の改革に取り組んでいこうと考えているのかに

ついて、お答えいたします。 

 日頃より行政改革を着実に実施していくのはも

ちろんですけれども、社会情勢の急激な変化に対

応できるよう、これまで以上に危機感を持って、

改革を進めなければならないと考えております。 

 今後、札幌市における生産年齢人口は減少し、

35年後の2060年には市民の約４割が高齢者となる

ことが想定されております。 

 また先ほど、全国的な公務員の人数不足につい

て、委員からご懸念がありましたけれども、札幌

市におきましても、採用試験受験者数の減少傾向

が見られ、大学の部の試験においては、10年前の

平成27年度に約2,500人であった受験者数が、令

和７年度では、その約６割に減少しているところ

です。 

 一方で、複合的で困難な課題を抱える市民への

きめ細やかな対応を求められております。そうし

た中で、市民サービスを低下することなく維持し

ていくためには、従来どおりの事務の進め方では

対応できなくなるおそれがあり、業務のやり方の

抜本的な見直しが必要であると考えております。 

 例えば、区役所機能におきましては、オンライ

ン化を一層推し進め、各種手続に際しましては、

行かなくて済むことが選択できるようにした上で、

来所する必要がある市民に対しては、相談機能を

充実していく必要があります。 

 加えて、ノンコア業務につきましては、行政事

務センターの効果的な活用を進めていくとともに、

区役所のバックオフィス機能については集約化を

図るなど、一層職員の人的リソースをコア業務に

シフトしていく必要があると考えております。 

 改革推進室といたしましては、当室の組織目標

であります、「『今よりもっといい市役所に』を

モットーに、日々改革に挑戦し続けます。」の言

葉どおり、市民の暮らしをしっかりと支えるため、

議員の皆様のお力添えも得ながら、これからの時

代に適応した市役所、区役所の実現に尽力してま

いりたいと考えております。 

●前川隆史委員  代表質問のようなご答弁、あ

りがとうございました。 

 具体性がないという指摘はしませんが、でも先

ほど今、区役所業務をしっかり分担していくよう
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なお話もございました。行政事務センター、いろ

いろ苦労はありましたけども、設置をして、当初

はほかの市町村とも連携して、他市町村との業務

も集約していく、なかなか苦戦しているところで

ございますけれども、今度区役所ごとに、この部

分のノンコア業務は、我が区役所で担っていくよ

と、またあるいはこの業務については、白石区役

所で、東区役所でとか、そのように区役所間でも

また業務分担をしっかりしながら、連携しながら、

いろんなそういった発想の話もあったかと思いま

す。 

 いろいろ、本当にもうこれからはアイデア勝負

かと思いますので、必要性は誰もが認めておりま

す。その上で具体的なやり方を、どんどん、どん

どん、民間の知恵なんかも借りながら、やってい

ただくことをお願いして、質問を終わります。 

●長屋いずみ委員  私からは、公文書館に関わ

り３点、伺います。 

 2011年４月に公文書等の管理に関する法律、い

わゆる公文書管理法が全面施行されてから、既に

14年以上が経過しました。しかし本年７月７日現

在においても、公文書管理条例を制定している自

治体は、都道府県で21、指定都市で８、市区町村

で43団体にとどまっており、その数は依然として

限定的です。 

 そうした中札幌市では、2012年に公文書管理条

例を制定し、2013年には公文書館を設置、条例と

施設の両面で、早期から公文書管理の一元的な体

制を整えてきた点では、注目に値するものと思い

ます。 

 そこで今回は、改めて札幌市公文書館の現状と

課題について、確認させていただきたいと思いま

す。 

 まず公文書館の中核的機能である、文書移管と

保存管理の在り方について伺います。 

 実際にどのような文書が重要な公文書である特

定重要公文書となるのか、伺います。 

 また、例えば裁判や市民からの相談が継続して

いる案件の公文書は、どのようになるのか、そし

てどのような流れで公文書館へ移管され、どのよ

うに保管されているのか、さらに、移管されずに

廃棄となった文書について、市民から苦情等は寄

せられていないのか、伺います。 

●永澤行政部長  特定重要公文書の移管の流れ

と、廃棄文書への市民からの苦情について、お答

えいたします。 

 まず特定重要公文書ですけれども、これは重要

公文書の保存期間が満了し、公文書館へ移管され

たものを指します。重要公文書とは、札幌市公文

書館管理条例第２条第４号で「市政の重要事項に

関わり、将来にわたって市の活動又は歴史を検証

する上で重要な資料となるもの」とされておりま

す。 

 具体的には、本市の制度・計画・施策・事業な

どの成り立ちや変遷、及び市決定に至る過程や判

断の根拠が記録された公文書などのことになりま

す。 

 重要公文書に該当するかどうかは、公文書管理

に関するガイドラインで定める基準に従い、各課

と公文書館双方で協議し方針を固め、札幌市公文

書管理審議会の意見を聞いて、最終決定いたしま

す。 

 重要公文書に該当するものであっても、例えば

訴訟などが継続しており、業務上必要なものにつ

いては、保存期間を延長して各課で保存する措置

を講じています。 

 公文書館に移管された特定重要公文書について

は、市民の方が利用しやすいよう、目録をホーム

ページに公開するとともに、劣化を防止するため、

適切な温湿度管理を行っている書庫で保管いたし

ます。 

 なお移管せず廃棄となった公文書については、

審議会の意見も踏まえて決定していることもあり、

これまでのところは、市民の方から苦情が寄せら

れたことはございません。 

●長屋いずみ委員  市民から意見・苦情はな

かったということと、適切に管理されているとい

う答弁でした。 
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 昨年度、各部局の保存期間を満了したものが、

約11万冊ある中で、公文書館への移管は、そのう

ちの約600簿冊です。公文書館と原課が共通して

公文書館に移管すべきと判断することは、必ずし

も一致しないことも多く、その際には公文書管理

審議会の意見を踏まえて判断されるとのことです。 

 市民や利用者からの理解を得るためにも、透明

性、説明責任が求められることです。市民の知る

権利を保障する資料として適切に残すため、審議

会や公文書館といった専門家の視点で見極められ

ることが、とても重要と思います。 

 公文書館には、保管された特定重要公文書をは

じめとした、多くの資料が所蔵されております。

また、札幌の歴史や文化、市政に関心を持たれる

市民も多くおられます。そのような市民の調査や

学習ニーズに応えることも、公文書館の重要な役

割です。 

 そこで、公文書館には、移管された特定公文書

をはじめとした多くの資料があります。市民から、

あるテーマについて調べたい、こういった問合せ

があった際、公文書館ではどのように対応されて

いるのか、伺います。 

●永澤行政部長  市民の方からの問合せの対応

について、お答えいたします。 

 市民の方からお問合せがあった場合は、公文書

館専門員が、その問合せの内容に応じて、関連す

る所蔵資料をご案内しており、希望に応じて、資

料の閲覧や複写を行っております。 

 札幌市公文書館に関連する資料の所蔵がない場

合などは、図書館や道立文書館など、関連施設を

ご案内しており、可能な限り市民の方が求めてい

る情報を提供できるよう努めているところです。 

●長屋いずみ委員  専門員が、市民からのお問

合せに丁寧に対応されているということでした。

公文書としての重要性の判断から、市民への対応、

他機関との連携等を担う専門人材を、どのような

形で確保・配置するか、これも極めて重要です。

現在公文書館には、館長、管理係長、担当職員３

名のほか、専門員６名と事務員１名が配置され、

専門員６名のうち１名は、公立公文書館認証の

アーキビスト資格を保有しているとお聞きしてお

ります。 

 しかしこれらの専門員は、いずれも会計年度任

用職員であるとも伺っております。 

 公文書館の役割は、長期的かつ継続的な視点で

対応すべきものであり、専門性と安定性の確保が

重要です。先ほど池田委員の質疑もありましたけ

れども、安定的な運用体制の構築についても、今

後の課題として強く認識していただきたいと思い

ます。 

 最後に、設置意義として掲げられております、

市民自治の推進について、伺いたいと思います。 

 近年本市の政策形成のプロセスにおいて、市民

の声が十分に反映されていないのではないかとの

指摘が多く見られるようになってきました。 

 このような状況を踏まえれば、情報公開の推進

や、公文書の整備・活用を担う公文書館には、市

民の知る権利を支えるとともに、行政と市民の橋

渡し役として、より積極的な役割が求められてい

ると考えます。 

 そこで、現状について、どのように受け止めて

おられるのか、伺います。 

 また、今後どのように対応していくのか、見解

を伺いたいと思います。 

●永澤行政部長  公文書館の行政と市民の橋渡

し役としての現状と今後の対応について、お答え

いたします。 

 公文書は、札幌市と市民の共有財産であるとい

う認識に立ち、特定重要公文書や、それに関連す

る資料について、これまでも市民の関心が高い

テーマでの企画展示や、講演会などを実施してき

ました。 

 今後も、特定重要公文書への関心を高めること

ができるような取組を、引き続き行ってまいりた

いと考えております。 

●長屋いずみ委員  私は、市民自治の推進とい

う立場での現状について、どのように受け止めて

おられるのかという質問を投げました。 
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 今、部長からの答弁は、橋渡しということだっ

たんですけれども、特定重要公文書は、公文書は、

ただの昔の書類ではありません。 

 それは私たちが今の社会をどう見るのか、これ

からの社会をどうつくっていくのか、こういった

ことを考えるための大事な手がかりです。例えば

この政策がどう行われてきたのか、どういう経緯

で判断されたのか、過去に何が成功し、何が失敗

したのか、こういったことが、公文書を見ること

で分かります。そして必要なときに活用できる仕

組みがあること、情報がきちんと保存され、誰で

も見られるようになることで、市民の声を大切に

し、過去の教訓から学ぶ姿勢を持っていると言え

ると思います。 

 この社会的意義や価値、やはりもっと広く市民

に伝えていくことが必要だと、私は思います。 

 市民とともに守り、活用していく、そのための

取組をさらに一層推進していただくように要望し、

私の質疑を終わります。 

●松原淳二委員長  ここで、およそ 60 分間、

委員会を休憩いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午前11時51分 

      再 開 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人副委員長  委員会を再開します。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

●ふじわら広昭委員  私は、技術職員における

係長職及び一般職の人事評価について、質問しま

す。 

 最初の質問は、職員の中途退職についてです。 

 我が会派では、これまで有為な職員の人材確保

や、職員の職場定着に関する様々な取組を取り上

げてまいりました。 

 ここ数年、職員の中途退職、特に係長職及び一

般職の退職が増加傾向にあり、全ての職種におい

て、同様の傾向にあるものの、とりわけ技術職員

については顕著であると認識しており、その退職

の背景には、人事評価が一つの要因となっている

のではないかと推察しております。 

 そこでまず確認のために質問しますが、2024

年度における技術職員の係長職及び一般職の退職

数や離職率が、全体と比較してどのようになって

いるのか、伺いたいと思います。 

●保木職員部長  技術職員の係長職及び一般職

の退職者数及び離職率について、お答えをいたし

ます。 

 医療関係の職員や、教職員を除いた数字になり

ますが、2024年、令和６年度の係長職及び一般職

の自己都合退職者数は139人、離職率は1.35％と

なっております。 

 これを技術職員に絞りますと、自己都合退職者

数は54人、離職者数は1.79％となっており、技術

職員の離職率は全体に比べ、やや高くなっており

ます。 

●ふじわら広昭委員  今答弁にもありましたよ

うに、技術職員の係長職及び一般職の離職率が、

全体よりもやや高い状況にある、実際に私のとこ

ろにも、この間、匿名で離職した職員の声が、複

数届いております。 

 ある退職した技術職員は、上司から恣意的な評

価をされたことが、辞めるきっかけになったと述

べておりました。 

 私が聞いたところによれば、その職員の上司は

事務職であって、技術職員の職務内容について、

十分な理解がされていないのではないか、という

疑念もあったようであります。 

 さらに言えば、その職員は上司の行った人事評

価の結果について、いずれかの窓口に申し立てる

ことも考えたとのことでありました。 

 これは一例でありますが、このような人事評価

に対する不信感や、葛藤を抱える職員は少なくな

いのではないでしょうか。 

 こうした事態を防ぎ、人事評価の納得感を高め

るためには、職員が自らの評価を正しく理解し、

不服があるならば、そのことを申し立て、検証を

図ることのできる環境を整えることが不可欠であ

ると考えます。 
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 現状では、全ての職員が自分自身の人事評価の

結果について開示請求することができ、開示され

た人事評価について不服がある場合には、苦情相

談を行うことができる制度があります。 

 そこで質問ですが、人事評価に関する苦情相談

制度の概要と、活用実態及び周知の現状について、

伺います。 

●保木職員部長  人事評価の相談制度の概要と

活用実態及び周知の現状について、お答えをいた

します。 

 人事評価の相談制度は、人事評価結果の開示を

受けた職員が、開示された人事評価の結果等に関

して、各任命権者の人事総務部門に設置する相談

窓口に相談を申し出ることができるものです。 

 申出を受けた相談窓口は、関係者からの聴取な

どにより、公正に事実関係を確認し、是正すべき

事項があると認めるときは、是正のための措置を

行います。 

 この制度については、人事評価結果の開示申請

の受付を開始する11月下旬頃に全庁に通知し、周

知を図っているところでございます。 

 相談の対象となる開示を受けた職員の数は、係

長職以下で1,000人弱、対象職員の約8.4％と、ま

だ少ないこともあり、相談件数は過去５年で、毎

年１件から３件と、少ない件数で推移をしており

ます。 

 自分自身の人事評価結果を知ることは、人材育

成の観点からも重要であるため、今後も機会を捉

えて、人事評価結果の開示及びそれに伴う相談制

度について、周知を図ってまいります。 

●ふじわら広昭委員  今答弁がありましたけれ

ども、この人事評価に対する苦情申立制度につい

ては、課長職以上は2004年、平成21年度から始ま

り、そしてその後2021年、令和３年度に係長職、

さらに2023年、令和５年度から、全ての一般職を

対象として取り扱っているわけであります。 

 私はこの制度は、それなりに効果はあるとは思

いますけれども、あえて言わせてもらうのであれ

ば、この2004年、平成21年度に初めて導入してか

ら、一般職までに対象するのに約15年かかってい

るわけですね。やはりそこがなぜ、こうした時間

をかけたというところが、非常に疑問に思うとこ

ろではありますけれども、今回あえてそこについ

ては、触れることは避けておきたいというふうに

思います。 

 先ほども部長から答弁がありましたけれども、

札幌市の若年の退職者のアンケート調査の結果を

見ますと、給与の処遇が19％、業務内容が34％、

あと家事、家の都合などが19％、そして上司との

人間関係が６％と、少ないパーセンテージではあ

りますけれども、やはりここが一つの大きな要素

になっていると、私は分析をしているわけであり

ます。 

 そうしたことを踏まえて、今後この制度をしっ

かりと実のあるものにしていかなければならない

と思うわけであります。 

 自分自身の評価結果を知ることと、その結果に

不服がある場合の苦情相談制度は、人事評価の適

正を担保するためにも重要ですが、本来的には、

あらゆる職種の職員が不満を抱かないよう、評価

制度が適切に運用されることが重要だと思うわけ

であります。 

 先ほども述べましたとおり、特に技術職員につ

いては、専門外の事務職の上司から正しく評価さ

れているか不安に思う声も届いており、これが離

職率の高さの一因となっていることも考えられま

す。 

 そのような現状を踏まえ、業務の専門性を正し

く評価に反映させるため、現在の人事評価制度を

補う取組が必要ではないかと考えます。 

 そこで質問ですけども、上司と部下の職種が異

なる場合でも、人事評価が公正に行われ、職員の

納得感が高められるよう、今後どのように取り組

んでいくのか、考え方を伺います。 

●保木職員部長  人事評価に関します今後の取

組について、お答えをいたします。 

 全ての職場において、上司と部下を同じ職種と

する人事配置は、現実的には難しいことから、職
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種の違いがあっても、公正に人事評価が行われる

制度の構築と運用が求められます。 

 その前提としまして、職種にかかわらず、所属

長が一人一人の職員の仕事ぶりを丁寧に把握をし、

職員の強みや課題をフィードバックすることで、

部下との信頼関係を築くことが、極めて重要であ

ると認識をしております。 

 このことは、今年度職員部で行った人事評価に

関わる職員意識調査の結果の中でも明らかとなっ

たところです。 

 今後も意識調査の結果も踏まえながら、評価制

度の見直しや管理職によるフィードバックスキル

の向上につながる研修などの充実に取り組み、納

得感のある人事評価の実現を図ってまいります。 

●ふじわら広昭委員  今回の質問は、この程度

にしておきたいと思いますけれども、要望を幾つ

か申し上げておきたいと思います、 

 まず、この苦情申立て制度以外に、公益通報制

度などもありますけれども、これは法制度上、法

律違反や規定違反がなければ、その対象とならな

いわけでありますけれども、そうしたことを補完

するためにも、この苦情申立て制度がスタートし

たと思うわけでありますけれども、部長の答弁も

ありましたように、所属長がしっかりと職種を超

えてコミュニケーションを図っていくという趣旨

の答弁がありました。 

 しかし、実際に技術職の若い方のお話を聞くと、

やはり自分の職種の上司から、いろいろなアドバ

イスや教えてもらいたいこともあるんだという趣

旨のことが、私どもにも伝えられているわけであ

ります。 

 そういう意味では、一般職も管理職も大変お忙

しいとは思いますけれども、技術職のいないとこ

ろの部長とか課長が、事務職の人が判断、当然面

談もするわけでありますけれども、それはそれと

して実施をしていただいて、技術職の中でもいろ

んな職種があります。そこのキーマンとなる部長

や課長が、やはり、表現はちょっとどうかと思い

ますけれども、手分けをして、そうしたところに

配置されている技術者のところに、そうたくさん

はいけないと思いますけれども、やはりしっかり

とした面談をして、どういう悩みを抱えているの

か、あるいは様々な意見交換を、私はしていかな

ければならないというふうに思うわけであります。 

 また先ほども、午前中の質問の中にも、エン

ゲージメントに対する質疑がありました。 

 私は、一定の効果はあると思うんですけれども、

それは現状としては、事務職に効果が出てきてい

るかとは思うんですけれども、この間、申し上げ

てきたように、上司に同じ技術職がいない部署で

のエンゲージメント調査は、あまり効果がないの

ではないかというふうに、私は今のところ、考え

ているところでございます。 

 ぜひともこの札幌市の職員となられて、札幌市

で様々な仕事を通じて、社会に貢献をしていきた

いという気持ちを持って来られた若い人が、中途

離職をすることのないように、しっかりとした対

応をしていくためにも、もう一度申し上げますけ

れども、やはり事務職の管理職だけではなくて、

技術職の管理職が、しっかりとした対応をしてい

くということが重要になると思いますので、ぜひ

ともこの点、新年度に向けて、検討をしていただ

くことを強く求めて、質問を終わります。 

●山口かずさ委員  私からは、札幌市職員の副

業について、お伺いします。 

 今年の第１回定例市議会の代表質問において、

職員のキャリアアップ等につながる副業が可能と

なるよう、早急に制度設計を行う必要性について

指摘して、今後どのように取り組んでいくのかを

お伺いしました。 

 これに対し、当時の町田副市長からは、国の基

準に倣った運用方針を定め、公共性が高い地域貢

献活動など、一定の要件の下で許可していて、今

後は国や他団体の動向も踏まえながら、参考とな

る許可事例を示すなど、職員にとってより活用し

やすい制度としていく、との答弁がありました。 

 そこで最初の質問です。 

 代表質問から約８か月の時間が経過しています
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が、この間、職員が活用しやすい副業制度として

いくため、具体的にどのように取り組んでこられ

たのか、お伺いします。 

●保木職員部長  職員が活用しやすい副業制度

に向けた取組について、お答えをいたします。 

 さきの代表質問での議論も踏まえまして、報酬

を得て事業、または事務に従事する場合について、

本年４月より、従来の運用方針を改定するととも

に、新たにガイドラインを策定し、許可基準を明

確化しております。 

 具体的には、これらによって公益性の高い社会

貢献活動、または本市の行政運営上必要と認めら

れるものについて、許可要件、許可基準を分かり

やすくまとめたほか、許可可能な事例や申請方法

を明記したところでございます。 

●山口かずさ委員  ただいまの答弁では、本年

４月より従来の運用方針を改定して、許可要件、

許可基準を分かりやすく整理して、許可可能な例

や申請方法を明記したガイドラインを新たに策定

したとのことでした。 

 代表質問での答弁を迅速に実現されたことにつ

いては評価をしたいと思います。 

 一方で、分かりやすい制度をつくったからこれ

で終わりということではなくて、広く職員に浸透

させていきながら、新制度の運用から見えてくる

効果や職員のニーズを検証して、よりよいものと

していくことが必要です。 

 そこで、次の質問です。 

 運用方針の改定やガイドライン運用開始につい

て、どのように職員への周知を図っているのか、

また、どのような効果があったと認識しているの

かを、実際の許可事例も含めてお伺いします。 

●保木職員部長  副業についての運用方針の改

定、そしてガイドライン運用開始の周知とその効

果についてお答えをいたします。 

 まず周知につきましては、運用の開始に当たり

まして、全庁に通知を発出するとともに、庁内

ホームページへの掲載や職員研修における紹介、

そして人事課から発信しているコラムの題材とす

るなど、様々な媒体を用いて浸透に努めておりま

す。 

 次に、効果についてですが、運用開始後、約半

年が経過している中で、前年度までは申請実績の

なかった通訳、農業、部活動指導員などの新たな

許可事例がありました。 

 また、実際の従事に結びつかないまでも、副業

として認められるかどうかの相談というのは寄せ

られております。 

 職員の意識の変化という意味でも、一定の効果

が出ているものと認識をしております。 

●山口かずさ委員  様々な媒体を通して周知が

図られて、新たな許可事例が確認されるなど、一

定の効果があると認識されているとの答弁でし

た。 

 少なからず反響があったということで、やはり

職員の方々が副業に関心を持っていることが顕在

化したと言えるのではないでしょうか。 

 私が８月に調査で訪れた神戸市では、2017年度

に地域貢献応援制度を創設していて、職員が兼業

で地域活動に参加する際のルールを明確にして、

コミュニティ農園の運営など、多くの実績を積み

重ねていました。 

 さらに本年４月からは、保育士のサポートや福

祉施設での事務補助なども可能にするなど、職員

も地域もウィン・ウィンとなるよう制度の充実に

取り組んでいて、学ぶべき好事例であると思いま

す。 

 以前から述べてきているように、そして本日の

質問でもほかの委員の皆さんが取り上げてきたよ

うに、官民問わず激しい人材確保競争が続き、未

来を担う若手職員の離職数の増加が今日的課題と

なっている今、副業制度の充実は、公務員という

職業の魅力度を高める重要な要素の一つになると

考えています。 

 今年度から変化を始めた札幌市の副業制度です

から、多くの事例に接して、そこから検討、実践

を繰り返していくことで、まだまだ伸び代がある

施策という印象を持っています。 
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 そこで最後の質問です。 

 未来の札幌市を担っていく人材確保のために、

職員の副業制度を今後どのように充実させていく

のかお伺いします。 

●保木職員部長  副業制度の今後についてお答

えをいたします。 

 副業の経験によりまして職員自身のスキルアッ

プが図られ、その結果、行政サービスの向上に還

元されるという好循環をつくっていくことが理想

であり、ひいては、有為な人材の確保に貢献する

ものと考えております。 

 もちろん本業あっての副業なので、本業の職務

環境を整えることとセットでバランスを意識して

いく必要もあると認識をしております。 

 引き続き、職員の声に加え、国や他団体の動向

も踏まえながら柔軟な解釈事例を示すなど、職員

の成長を支える魅力ある制度として充実をさせて

いきたいと考えております。 

●山口かずさ委員  最後に要望です。 

 これまでは公務員の副業と聞くとネガティブな

イメージを持つ方が多かったかもしれません。 

 でも決してそのようなことはなく、むしろ公務

員としての質を高める重要な制度であると考えて

います。 

 本日の答弁を受けて、札幌市としても、副業に

ポジティブなイメージを持ちながら、制度の検討

に取り組んでいることを改めて確認できました。 

 こうした中、今年の６月11日には総務省から自

治体に対して、営利企業への従事等に係る任命権

者の許可等に関する留意事項についてという通知

が出ています。 

 この中では、営利企業の従業員との兼業を可能

と明記して、さらに職員個人のスキルや地域の実

情を踏まえた自営権業も可能と示していて、参考

資料では具体例として、民間企業のスポーツイン

ストラクターや書道教室の経営などが挙げられて

います。 

 今年度より改定した運用方針や新たに策定した

ガイドラインをしっかりと職員の皆さんに浸透し

ていただき、運用の中で得られる新たなニーズを

的確に捉えるとともに、国からの通知の趣旨も十

分に検討して、副業制度をより一層発展していく

ことを期待しています。 

 さらに、職員が希望すれば副業が可能となるよ

う、長時間勤務の是正やフレックスタイムの導入

など、札幌市における働き方改革の一層の推進も

併せてお願いして、私の質問を終わります。 

●成田祐樹委員  私からは電話に関連したカス

ハラ対策について何点かお伺いしたいと思いま

す。 

 昨今ではカスタマーハラスメントといった言葉

が非常に広まり、顧客からの暴行、脅迫、暴言、

不当な要求といった理不尽で著しい迷惑行為につ

いて、民間、行政問わずに対応が必要な状況と

なってきております。 

 札幌市も既にカスタマーハラスメント対策を講

じており、理不尽な要求や高圧的な対応について

対応策を講じ、一定程度の成果を上げていること

は承知をしております。 

 その一方で、札幌市に限らずなんですが、行政

が対応した物事に対して、全国放送やネット

ニュースで報じられることをきっかけに、行政の

対応について抗議する旨の意見を電話にて直接す

るパターンが増えてきているのではないかと感じ

ております。 

 つい最近の事例では、北海道の福島町がヒグマ

を駆除したことに対して、福島町役場に対してク

レームの電話が殺到し、常時、数名の職員が電話

対応に追われる事態になったと報じられておりま

した。 

 福島町役場は約75名ほどの職員しかいないよう

ですから、数人が取られるだけでも行政としての

機能を大きく低下する原因ともなり、同じ北海道

に住んでいる道民としては、なかなかその状況を

看過することができないわけでございます。 

 正当な業務の一環であったとしても、理不尽な

クレームの電話が殺到することによって、本来業

務が著しく妨害されることになり、結果的には当
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該の地域に住んでいる住民へのサービスが低下す

ることになってしまうかと考えます。 

 そういった意味でも、札幌市も同様なことが起

こらないように、さらなる対策を考えていく必要

があるのではないかと思うところです。 

 ここでまず最初にお伺いしますが、一般的な窓

口となる市民の声を聞く課や各区の広聴係に対し

てかかってきている電話について、これまでの全

体の対応状況と、カスハラに該当するような電話

について例があれば、まずはお聞かせをいただき

たいと思います。 

●前田広報部長  広聴部門における電話対応状

況についてお答えいたします。 

 令和６年度に広聴部門に寄せられた電話はおよ

そ2,700件あり、件数は前年度と同程度でござい

ました。 

 内訳としては、多いものから要望が1,600件、

問合せと苦情がそれぞれ300件となっておりま

す。 

 例えば、過去にはコロナ禍で所管部局のみなら

ず、広聴部門にも問合せが殺到したということが

ございましたが、市民の声を聞く課では、電話担

当以外の職員も協力し合いながら、適切な対応に

努めてきたところでございます。 

 また、カスタマーハラスメントに該当すると思

われる事例としては、主義主張の押しつけや職員

への叱責などを繰り返す継続的・執拗な言動や暴

言、威圧的な言動、長時間拘束などがあったとこ

ろでございます。 

●成田祐樹委員  かかってくる電話が全て市民

の声を聞く課に集約されていればよいのですが、

そうではなくて直接、担当課に電話する方もいる

というふうに思っております。 

 そうなると今、一例としてお答えいただきまし

たけど、全てが全てを網羅している状況ではない

というふうに思いますし、逆に言ってしまうと、

違う各課でも直接それ自体を報告できていない、

本当に抱えてしまっているようなケースというの

があって、情報の集約が本当にできているのかと

いうところも気になるところなんです。 

 ここでお伺いしますが、市としては直接、原局

に来たカスハラと考えられる電話について、その

情報の集約方法についてはどういうふうになって

いるのか。 

 また、原局に電話が殺到した場合は、これは原

局だけで対応するのか、応援体制というのは構築

されるのか、見解をお聞かせください。 

●永澤行政部長  カスタマーハラスメントと考

えられる電話に関する情報の集約方法、応援体制

についてお答えいたします。 

 直接、特定の事務事業を所管する課に寄せられ

た電話のうち、カスタマーハラスメントに該当す

る言動を伴う案件については、必要に応じて行政

部で報告を受けておりますが、基本的にはその所

管課において必要な範囲で情報を集約していま

す。 

 また、市民などから寄せられる電話について

は、質問や意見などに迅速かつ的確にお答えする

ことができるよう、その背景や事実関係、関連す

る制度などを最も把握している所管課において直

接対応することを基本としております。 

 その上で、意見や苦情の電話が所管課に集中

し、その課が担う行政サービスの提供に支障を来

したり、職員の負担が過度に増えたりする状況の

発生が見込まれる場合、あるいは実際に発生して

いる場合には、所管部局において、ほかの課の職

員が交代制や当番で応援するなど、随時体制を構

築することになるものと考えています。 

●成田祐樹委員  今のお答えですと、基本的に

は原局での対応ということなのかなというふうに

は思っております。 

 札幌市が幾ら自治体として大きくて職員数が多

いといっても、やっぱり各課の各係というところ

までいけばそんなに人数がいるわけでもありませ

んし、例えば今、現にヒグマの対応に当たってい

る環境局の環境共生担当課なんかは、そんなに人

数がいないというふうに聞いております。 

 今、市内のいたるところにヒグマが出没して連
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日のように現地対応しているところに、万が一カ

スハラと思われるような電話が殺到した場合、ヒ

グマから市民を守るという業務が滞ってしまうこ

とが想定されます。 

 このような状況が続けば、札幌市民として無視

できる状況ではありませんし、では、一体どれだ

け道外からかかってくる電話に対して対応しなけ

ればならないのかということになるわけです。 

 また昨今では、先ほどの答弁等にもありました

けど、民間企業の状況がよいこともあり、公務員

の人気が低下しているとも言われていますし、ま

た、入職しても20代の途中で辞めてしまう職員が

多数いるなど公務員離れが進んできてしまってお

りますが、こういった理不尽な対応に対して毅然

とした姿勢を見せていかなければ、より一層そう

いった状況が進んでしまうのではないかと危惧を

しているところです。 

 何より昔と比べて変わってきたなと思うのは、

こういう電話が出てきたというのは固定電話がな

くなって電話料金が変わった。昔だと長距離で３

分400円というような固定の料金がありましたけ

ど、今はもうそれがなくなってほとんどが携帯に

ついてかけ放題プランがあって、2,000円もせず

にそういうのがつけられる。言ってしまうと、全

国どこでも長電話ができてしまうというような状

況にあると思います。 

 そうなってしまうと、道外の人であれば、電話

代などを気にせずに長くこういったクレームの電

話ができる時代になってしまったと。こういった

時代の変化も、念頭にあることに入れなければな

らないのかなというふうに思っております。 

 そこでお伺いしますが、市は電話によるカスハ

ラ対策について、特定の課にカスハラと考えられ

る電話が集中しないように、さらに対応を練って

いく必要があると思いますが、見解をお聞かせく

ださい。 

●永澤行政部長  特定の課に電話が集中した場

合の対応についてお答えいたします。 

 委員ご指摘のカスタマーハラスメントが特定の

課に集中しないよう対応することは、職員に過度

な負担をかけて組織全体の活力を維持する上で重

要な視点であると認識しています。 

 札幌市では、昨年９月に策定した札幌市職員カ

スタマーハラスメント対策基本方針に基づき、行

き過ぎた言動には、状況に応じて対応を中止する

など毅然と対応することとしており、これは電話

対応においても同様です。 

 事案によっては対応が長時間に及ぶなど、依然

として職員の負担になっている実態があります。 

 このような中、本年６月に改正労働施策総合推

進法が成立いたしました。 

 対応の実効性を確保するために必要な抑止のた

めの措置など、雇用管理上の必要な措置が今後、

事業主に義務づけられることになります。これ

は、地方公務員である札幌市職員も対象となるも

のです。 

 この措置の内容は、今後、国から指針という形

で具体的に示されることから、札幌市の取組につ

いてもこの指針を踏まえて改めて検討し、一人一

人の職員がより安心して働くことができる勤務環

境を整え、行政サービスを適切に提供できるよ

う、努めてまいりたいと考えています。 

●成田祐樹委員  ぜひそういった取組につい

て、今後もしっかりやっていただきたいというふ

うに思っております。 

 最後、要望になるんですが、やはり特定の事案

も含めて問合せの電話が集中したら、やっぱりそ

ういったときにどうするかといったときに、コー

ルセンターを今までは設けてきたりしているわけ

ですよね。それこそ、ワクチンの接種もそうでし

たし、給付金のときもコールセンターができまし

た。これは国からのお金が入ってきたというのも

あってできたものだと思いますけれど、いわゆる

外注はできていたわけです。 

 それで、果たして今、受けている電話全てを自

分たちで、カスハラと思われるような電話も全

て、行政の職員が直接受けて、それを答えていく

ということが果たしていいのかどうか。 
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 僕は、外注するようなことも考えていいんじゃ

ないかなと思うんです。特に、時間を要するよう

な件、例えば10分、15分でここで話が通じなかっ

たり、また同じようなことを繰り返す場合、もち

ろん電話を切るという方法もあると思うんですけ

れど、その対応自体を外注して、僕は広域でコー

ルセンターをつくって、そこで受けるという方法

もありだと思うんです。 

 札幌市も今、コールセンターで「ちょっとおし

えてコール」とかそういうのがあって、いろんな

分からないことを教えている、対応しているとい

う部分もありますけれど、僕はそこの部分の中

で、いわゆる対応の困難なケースの部分を設け

て、そこのほうに対応を全部転送するのを任せる

ということも僕はありだと思います。 

 今、民間企業でも、大体この問合せについて、

もうフリーダイヤルじゃなくて、今ナビダイヤル

というのが出てきて、有償化しているわけです。 

 行政でも、やっぱり理不尽な内容であったり、

一般常識的に対応にあまりにも時間が取られるよ

うな場合には、そういった有償の電話、ナビダイ

ヤルで、これは転送できるのかどうか法的にも、

技術的にもいろいろ課題があるかもしれないです

けど、こういった有料化も含めて私は外注化し

て、少しでも今この人手不足の世の中で、市の職

員が業務に専念できるように、そういった工夫を

ぜひ検討いただきたいということを要望しまして

質問を終わります。 

●丸岡守幸委員  私からは、広報番組の市民へ

の周知について伺います。 

 札幌市におきましては、地域の魅力や取組、市

民の暮らしに役立つ旬な情報などを発信する広報

番組が、テレビで４番組、ラジオで４番組の合計

八つの番組が制作されており、その内容は私とし

ましても、市民の皆さんに広く知っていただくべ

きいい内容であるというふうに承知しておりま

す。 

 一方近年、市民の情報収集の手段は、リアルタ

イムでの視聴にとどまらず、インターネットやＳ

ＮＳを通じた視聴へと大きく変化をしておりま

す。 

 働き方やライフスタイルが多様化する中で、全

ての市民が決められた放送時間に視聴ができるわ

けではございません。 

 こうした今の現状を踏まえ、市政情報をより多

くの市民の皆さんに届けるためには、視聴方法の

選択肢を増やすことが不可欠であると考えます。 

 そこで質問でございますが、市民の皆さんがそ

れぞれのライフスタイルに合わせて広報番組を視

聴できるよう、どのような配信方法や工夫をされ

ているのか。現状の取組について、いかがか伺い

ます。 

●前田広報部長  放送後の広報番組の視聴方法

についてお答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、市政情報へのアクセス手

段は多様化しており、リアルタイムでの視聴が困

難な方も含め、多くの市民が各自のライフスタイ

ルに合わせて必要な情報を得られる環境を整える

ことが重要と認識しております。 

 そのため、多くの方にご視聴いただけるよう、

一部のラジオ番組を除き、過去放送分の広報番組

を市公式ホームページで公開しております。 

 また、ホームページ公開後には毎回、広報部の

インスタグラムでその旨を周知しているところで

ございます。 

●丸岡守幸委員  先ほど、うるしはら委員から

市公式ホームページに関する質問がありました

が、私も市の公式ホームページを拝見させていた

だいて、このホームページでの見逃し配信は、や

はり時間や場所を問わず、いつでも視聴ができる

ことから、市民の情報の格差を是正し、市民の利

便性を高める取組であると一定の評価をするもの

であります。 

 一方、その放送済みの番組が見られることが市

民の皆さんに十分に周知されているとは言い難い

現状にあるように思います。私自身も今回そう

いったものが見られることが分かったんですけれ

ども、私が参加する東区の美香保公園におけるラ
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ジオ体操会が、この８月に広報番組の「札幌ふる

さと再発見」に取り上げられたことをきっかけ

に、市公式ホームページで放送でも視聴ができる

ということを知ったところであります。 

 ちなみにラジオ体操の音源につきましては、番

組放送以外の目的での利用が認められていないの

で、ＹｏｕＴｕｂｅ等の配信は行っていないとい

うことでございますので、残念ながらその放送は

もう見られないということを付け加えさせていた

だきます。 

 インスタグラムなどのＳＮＳは便利なツールで

はございますが、これらを利用していない市民の

方々、特にご高齢の方やデジタルディバイドに直

面している方々には、広報番組の存在そのものが

届いていないのではないでしょうか。 

 さらに、現状の市公式ホームページのトップ

ページから広報番組の掲載ページまでたどり着く

ことは、市民の方の中にはハードルが高い場合も

あると考えられ、年代を問わず多くの市民の方が

市政情報を得られるよう、改良する必要があると

考えます。 

 そこで質問でございますが、札幌市として、放

送後の広報番組の周知方法の強化策や改良点な

ど、どのように考えているのか、いかがか伺いま

す。 

●前田広報部長  放送後の広報番組の市民周知

についてお答えいたします。 

 放送後に視聴できることが市民に十分に周知を

されていないというご指摘については、我々も課

題であるというふうに認識しております。 

 このため、今後は放送後の番組も視聴できるこ

とを、毎月の広報さっぽろで周知するとともに、

これらの番組にアクセスできる２次元コードを併

せて掲載し、周知の強化に取り組んでまいりま

す。 

 また、来年度にリニューアルを予定している市

公式ホームページでは、広報番組の検索性を高

め、市民が目当ての番組にアクセスしやすくなる

よう検討してまいりたいと考えております。 

●丸岡守幸委員  そういった検索方法も改良さ

れれば見る機会もどんどん増えていくとは思うん

ですけれども、最後に番組の宣伝ではございませ

んが、広報番組として民放の４局の番組「札幌ふ

るさと再発見」、「ウオッチング札幌ＮＥＸＴ

100」、「サッポロスマイル」、「いい人いい街

♯まいにち金メダル」。 

 私も今回、市の公式ホームページから各番組を

複数回拝見しまして、どの番組も本当に旬な札幌

市の話題、そしてまちの地域の魅力なんか、とて

も興味深く、ためになる情報を発信していまし

て、情報を得ることができたというふうに実感を

いたしました。 

 今月の広報さっぽろの中でも、今月の広報番組

というふうに紹介されておりまして、こういった

情報番組、多くの札幌市民の皆さんにご視聴をい

ただければすごくいいなというふうに考えており

ます。 

 ぜひ、今日お話しいただきました札幌市として

の周知方法の検討、しっかりと改善を前向きに進

めていただくことを要望いたしまして、私の質問

を終わらせていただきます。 

●藤田稔人副委員長  以上で、第１項 総務管

理費中総務局関係分等の質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

休 憩 午後１時42分 

再 開 午後１時43分 

    ―――――――――――――― 

●藤田稔人副委員長  委員会を再開いたしま

す。最後に第２款 総務費 第１項 総務管理費

中デジタル戦略推進局関係分の質疑を行います。 

●荒井勇雄委員  私からは、Ｇｏｏｇｌｅワー

クスペース導入の件と、同意なき未成年者の住所

の変更とＤＶ支援措置悪用について、２点につい

てお伺いをさせていただきます。 

 まず初めに、今年８月末に職員の皆様に新しく

導入されたＧｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ社のグルー
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プウエアについてお伺いしたいと思います。 

 職員の皆様が利用するグループウエアが、Ｍｉ

ｃｒｏｓｏｆｔ製品からＧｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕ

ｄ社のサービスに変わり、効率化とコストの削減

を成し遂げたことを評価し、推進する立場から質

問させていただきます。 

 デジタル戦略推進局では、インターネットに対

応した庁内のネットワーク整備を進めており、そ

の一環として、８月の末にワープロ機能などを持

つＭｉｃｒｏｓｏｆｔ製品の利用を契約終了に合

わせ、全職員がＧｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ社の

サービスを使い始めた状況であると伺っておりま

す。 

 これについては、さきの予算特別委員会でも、

Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ社のサービスを利用す

ることで、情報資産を安全に取り扱いつつ、時間

や場所の制約にとらわれない働き方が可能である

とともに、年間１億円以上のコスト削減が見込ま

れるとの答弁をいただきましたところであり、私

としても大変、意義のある取組であると評価をし

ており、期待しているところであります。 

 一方で、この取組はコスト面では有意義なもの

だとしても、日々日常業務で利用する職員の皆様

に大きな負担を強いるようでは、かえって効率が

落ちてしまう結果を招きかねず、業務効率を目指

す私としましては懸念しているところもありま

す。 

 そこでお伺いいたします。 

 全職員がＧｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ社のサービ

スを本格的に使い始め２か月が経過しようとして

いるこの段階で、事業を推進されているデジタル

戦略推進局として認識している課題について、ど

のようなものがあるかお伺いいたします。 

 また、その課題にどのように対処しているのか

も併せてお伺いたします。 

●小澤情報システム部長  ただいまＧｏｏｇｌ

ｅ Ｃｌｏｕｄ社のサービスを本格的に使い始め

た現段階での課題の認識と、その対処についてご

質問いただきました。 

 まず日常の利用面について感じる課題なんです

けれども、ワープロや表計算機能、クラウドを利

用することによる操作感の差異など、やはりこれ

までの日常的に利用してきたツールとは異なるこ

とから、様々な場面で職員の負担感が増加してい

るといった現状があるというふうに思っておりま

す。 

 これについては、当初よりポータルサイトでマ

ニュアルやガイドといったものに加え、研修動画

なども提供しまして、移行前後のタイミングで

は、簡易ながらも庁内で出前研修として情報シス

テム部職員が各局に出向き、Ｇｏｏｇｌｅ Ｗｏ

ｒｋｓｐａｃｅの利用方法等について説明するな

ど、軽減に努めてきたところであります。 

 また、当初から懸念されておりました互換性の

問題に関しましては、文書のレイアウトが崩れた

りするなど、製品が異なることから生じる課題が

あるというふうに挙げられております。 

 この課題については、業務への影響が懸念され

る場合には、必要に応じて互換性のある無償のオ

フィスソフトでありますとか、Ｍｉｃｒｏｓｏｆ

ｔ製のオフィスを引き続き利用して対応する方針

というふうにしておりまして、一定のめどが立っ

ているものというふうに考えております。 

 今後はこれからもこれらの対応をさらに充実さ

せるとともに、利用上の困り事について各職場を

回って積極的に把握するなど、利用者に寄り添い

ながらサポートをする活動を進めることで、職員

の負担感の軽減に取り組んでまいりたいというふ

うに思っております。 

●荒井勇雄委員  ご答弁ありがとうございま

す。 

 利用する職員が操作に慣れていないことによる

負担感の増加や、機能の差による互換性の問題が

課題であり、その課題に対しては研修を行うこと

等で対処しているというご答弁をいただきまし

た。 

 今回のような全職員が利用される大規模なシス

テム切替えにおいては、導入初期で判明した課題
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とは別に、今後、さらに長期にわたって使い続け

ていくことで初めて見えてくる課題も考えられま

すことから、引き続きデジタル戦略推進局では、

業務を担っている現場で判明した課題を確実に拾

い上げていただき、一層、業務効率化を目指し対

応していただくことを要望し、こちらの質問を終

えさせていただきます。 

 次に、同意なき未成年者の住所変更とＤＶ支援

措置の悪用について、私からお伺いさせていただ

きたいと思います。 

 質問に入ります前に、問題の背景を、2023年６

月８日衆議院総務委員会、2025年５月14日衆議院

内閣委員会。いずれも、いちむら浩一郎委員から

の質疑を基に、問題の背景を説明した上でお伺い

したいと思います。 

 ちょっと深刻な話をさせていただきたいんです

けれども、行政手続によりＤＶ支援措置が悪用、

乱用され、離婚ビジネスから発生した実子誘拐ビ

ジネスともいえる実態がある支援措置により、近

年問題となっている刑法224条に該当する子ども

の連れ去りを要因する、実の子どもの住所を相手

方の親権者の同意なしに変更する手続を済ませる

といった話がありますと。 

 そして、それを指南する弁護士が実際にいて、

その結果、かけられた方が自死に追い込まれる人

がいると。これは大体、男性が８割ぐらいで、女

性の当事者もいらっしゃるということです。 

 男女関係なく、そうやって子どもを連れ去られ

て、絶望の中で自死に追い込まれている人がいる

という実態がありますといった、いちむら委員か

らのそういった旨の発言がありました。 

 つまり、ＤＶ支援措置の本来の目的から外れた

目的外利用が世間で行われているということでご

ざいます。 

 それに対し法務省の松井大臣官房審議官も、当

事者の一方が自己の立場を利用する目的で、ＤＶ

を受けたかのように偽装して主張する場合がある

として、そのような当事者弁護士等の対応を批判

する意見があることは承知しておりますと述べら

れております。 

 また先般、こちらの連れ去りを指南した弁護士

につきましては、書類送検されたといったニュー

スも挙がっております。 

 また同様のケースでは、今月の10日にオースト

ラリアの外相が実際の議会で、オーストラリア人

の被害に遭った方々に対する日本の対応を議場で

非難され、世界的に一方の同意なしによる連れ去

る日本の事案が国際問題となっていますことは、

度々私も議会内外で指摘させていただいたとおり

でございます。 

 さて、本市デジタル戦略推進局で所管する住民

変更手続と支援措置の処理についてですが、札幌

市でも一方の親の申請のみで、住所やまた子ども

の居所変更が行われている自治体があると認識し

ており、結果、同様に自死に至った大変痛ましい

事故を、私も複数件ご相談いただいております。 

 札幌市では、個別事案は司法に丸投げであっ

て、問題の本質に向き合ってきてこなかった経緯

が全国的に含めてございます。 

 住所変更手続に当たって、民法818条において

は、親権は共同して行うとされております。 

 そこでお伺いいたします。 

 一方の親の申出だけで、子どもの住所変更手続

を行ってよい法的根拠を教えてください。 

●朝倉スマートシティ推進部長  一方の親の申

出だけで、子どもの住所変更手続を行ってよい法

的根拠についてお答えいたします。 

 まず住所異動届については、住民基本台帳法第

22条などにより、転入・転出をした者が届出する

ことと定められておりますが、幼児や小学生と

いった子どもの場合、一般的には、法定代理人た

る父母が変わって届出を行うことになります。 

 そして国の通知に従い、未成年者の住所異動届

においては、転入・転出等の事実や、現に届出を

行っている者の代理権等を確認した上で受付して

おり、その際に父母双方の同意までは求めており

ません。 

 以上のことから、一方の親からの申出のみで未
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成年者の住所変更の届出を受付しているところで

ございます。 

●荒井勇雄委員  ご答弁ありがとうございま

す。 

 ただいまの答弁中、住所変更手続は住民基本台

帳法を根拠に行っていること、子どもの手続は、

一般的には父母が変わって行っていることについ

ては理解をいたします。 

 その上でなんですけども、実際に支援措置をか

けられた当事者の方が不服申立てをする上で、全

国の支援措置件数を人口別に調べられた方がい

らっしゃいまして、ちょっと申し上げさせていた

だきたいと思いまして、東京都中央区、港区、足

立区、千葉市、鎌ヶ谷市、そして札幌市からデー

タをお取りいただきまして、いずれも2015年から

2024年までの、直近の約10年間の推移を全て数字

を把握した上でグラフ化したものをいただきまし

て、基本的には人口というのは、なだらかに下

がっているんですけれども、この10年間で大体

1.0から1.5％で推移していた件が、実際にＤＶの

支援措置件数、ＤＶを行ったと思われる件数に関

して、大体2.0％以降で推移しているということ

です。 

 つまり、人口がなだらかに減っているにもかか

わらず、ＤＶを行ったとされる件数というのがこ

の10年で倍増しているということなんですね。 

 しかしながら、本当に今、我々がこの生活して

いる中で、ＤＶを行う方々がそこまで本当に昔と

比べて倍以上増えているのか。たかだか10年前と

比べて、周りの方々にＤＶを行っている人がい

らっしゃるのかというよりは、支援措置をかけら

れて不服申立てができないといった現状等を訴え

る方のほうが多いというふうに私は感じておりま

す。 

 また先般、法務省のほうからＱ＆Ａというのが

提示されました。 

 実はこれ、私、決算予算委員会で子ども未来局

と教育委員会に質疑した内容が、実は国会の答弁

のほうでそのまま取り上げられまして、文部省の

官僚のほうからＱ＆Ａを作成して発表するという

ようなご答弁をいただきました。 

 そこでＱ＆Ａの発表された５ページなんですけ

ども、子どもの転入・転出等の未成年者の住所表

記を移転するものに関しては、委任状や法定代理

権などを今、現行で確認しているので、このまま

の処理で問題ないというような状況がありまし

て、ぜひとも委任状や法定代理権などを確認して

処理を行っていただきたいと思いまして、その上

で２点目の質問をさせていただきます。 

 一方の親権者が行った子どもの住所変更手続に

関して、民法第５条に定める取消権が他方の親権

者に当然あると考えますが、現状では取消しを求

めても取消しされないという運用がなされており

ます。 

 この件に関しても、ここで改めて札幌市の認識

をお伺いしたいと思います。 

●朝倉スマートシティ推進部長  一方の親権者

が行った住所変更に関し、他方の親権者から民法

第５条に定める取消しを求めても取消しされない

ということについての札幌市の認識についてお答

えいたします。 

 ご指摘の民法第５条の取消権については、未成

年者が行った法律行為について規定されているも

のと理解しております。 

 先ほど答弁させていただきましたとおり、幼児

等の住所変更の届出は、法定代理人が代わって届

出をすることになるため、未成年者が行った法律

行為には当たらず、民法第５条の取消権の対象と

はならないものと考えているところです。 

●荒井勇雄委員  ご答弁ありがとうございま

す。 

 改めまして、ＤＶ支援措置は何なのかというの

を、ちょっとこの場で確認をさせていただきたい

と思います。 

 2024年４月10日の参議院決算委員会、梅村みず

ほ委員からの質疑を引用させていただきたいと思

います。 

 こうした弱者を守る仕組みが悪用される非常に
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ゆゆしき問題が起こっており、実際に虚偽ＤＶ申

告による支援措置を悪用し、連れ去った後、後の

裁判で監護の継続性の原則が働き、親権獲得に有

利に働き、結果、親子断絶が起こるとご指摘をさ

れております。 

 つまり、行政で取消権が効かない支援措置を一

裁判所の証拠として使われている実態があるとい

うことでございます。 

 また、同委員会での松本総務大臣のやり取りの

中で、ＤＶ支援措置は住民票の写しの交付請求等

を制限する制度であり、ＤＶ等の事実について証

明する制度ではないということです。急迫の事情

によりやむを得ず講じている措置であり、差し

迫った状況だから真偽は確定していないのだけれ

ども、取らなくてはいけない措置でもあると述べ

られております。 

 法律に基づく制度ではなく、行政の通知によっ

て制度化されているものとの旨の見解が示されま

した。 

 しかしながら、虚偽のＤＶ支援措置をかけられ

た側、つまり加害者とされた側に関しましては、

実際に行政側に相談をしたとしても裁判を案内さ

れ、結果、ＤＶ認定されている場合、当然ですが

相手方に不服申立てを行う際、住所も分からない

ので裁判を起こすこともできないということでご

ざいます。 

 弁解する余地も機会もないという恐ろしい状況

に置かれていることを指摘させていただきます。 

 つまり、図らずも行政窓口で、推定無罪の我が

国の法治国家において、推定有罪ＤＶ加害者を社

会に生み出している事実、現実があるということ

です。 

 ゆえに、ＤＶ加害者のレッテルに苦しみ、子ど

もを奪われ命を絶つ親が後を絶たないこと、札幌

市でも命を絶たれた方が現実にいるということ

を、繰り返しになりますが述べさせていただきま

す。 

 このことを、札幌市の相談窓口でもしかと認識

していただきたいと思います。 

 そこで、３点目の質問をさせていただきます。 

 札幌市においてもＤＶ支援措置を使い、子ども

の住所を秘匿する事案が横行している現状にある

と認識しております。 

 一方の親権者が取消しの申出をしても、門前払

いされるという現状にあります。 

 このため、一方の親権者が行う取消し行為につ

いて、札幌市は真摯に取り組まなければならない

と考えますが、札幌市の認識をお伺いいたしま

す。 

●朝倉スマートシティ推進部長  ＤＶ等支援措

置制度を使い、子どもの住所を秘匿している事案

の取消し行為についての、札幌市の認識について

お答えいたします。 

 ＤＶ等支援措置の申出については、区戸籍住民

課において受付し、警察や相談機関からの意見を

確認の上、支援措置を行っております。 

 ＤＶ等支援措置は、相手方がその住所を探索す

る目的で、住民基本台帳の閲覧等の申出を行うお

それがあると認められる場合に実施しているもの

であります。 

 探索することによる大きなリスクがあるという

判断ですので、区戸籍住民課において、相手方の

申出により支援措置を取消すということには至ら

ないものと認識しております。 

 また、実態調査の権限もないため、支援措置制

度を使い子どもの住所を秘匿している事案か否か

を判断するのは極めて困難であると認識している

ところでございます。 

●荒井勇雄委員  ご答弁ありがとうございま

す。 

 この質問を部局に投げるに当たり、かなり酷な

質問だなというのは重々承知しておりました。 

 しかしながら、この質問を受けていただいた部

局の皆さんに大変感謝を申し上げます。 

 当然、部局としましては、総務省の作成したマ

ニュアルに基づいて、繰り返しますが札幌市は対

処を行っているという認識です。 

 総務省の指導要領は技術的な助言、しかしなが
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ら事実的な助言にすぎませんので、本市としても

現場対応として独自の取組ができると、実際に地

方自治法第１条第２項に定められておりますの

で、ぜひ、現場として行われる最善の防止策を

取っていただきたい、講じていただきたいという

ことを望みます。 

 また、今後は議会の意見書などを通じて、国へ

の改善の依頼、総務省への陳情を見せていく必要

も、当たり前ですが必要と考えております。 

 実際に現場で、名古屋市ですとか埼玉県の担当

課長のほうにも実際にお話をお伺いいたしました

が、実際これはもう完全に制度の不備だと、国と

しても何とかしてほしいという現場の声も私とし

ては確認をさせていただいております。 

 最後になりますが、この問題の本質は不慮の事

故で、自分の娘や息子が亡くなっても知らない

と、知らされないというところにあります。 

 また、災害時に子どもの安否確認を取ることも

できません。 

 当人だけではなく、また祖父や祖母、要するに

おじいちゃん、おばあちゃんも孫に一生会えない

ということになるんです。 

 さきの大戦後、占領下で思い出していただきた

いんですけど、僅か18歳の女学生ベアテ・シロ

タ・ゴードン氏という方がいらっしゃいました。

その方が肝いりでつくった日本国憲法14条、法の

下の平等、24条の両性の本質的平等、また先般、

高裁判決で下されました13条の生存権から成る自

然的親子権も現行適用外に置かれているというこ

とを指摘させていただきます。 

 私は、改めまして、ＤＶも虚偽ＤＶも断固反対

の立場であります。許さないという立場です。そ

れゆえに、虚偽によるＤＶ支援措置の申告は、配

偶者暴力に本当に困っている当事者にとって大変

迷惑な事案でございます。 

 山本副市長、この場合の問題に関しましては、

ＧＸ金融構想でも、この問題を抜本的に取り組ま

なければ、札幌市は海外からいらっしゃる高度人

材に対しても、また札幌市が行っているＡＩ包括

事業でも、紹介を受けた方々からも将来的な訴訟

リスクは避けられないものと考えております。 

 また白石財政部長も、所管する財政局にも訴訟

による財政処置も必要となりますし、他都市では

実際に、これは埼玉県の例なんですけど、私も確

認しておりまして、訴訟費用が議会で計上されて

いる事案も確認していることを付言申し上げま

す。 

 ご答弁にありましたが、支援措置制度で救われ

た方がいることを承知しており、川崎市の事例を

とっても、制度を真っ向から否定するものではな

いと強く申し上げたいと思います。 

 ただ、支援措置１万件に対して、実際にＤＶを

行ったという確定する事件、保護命令が下った事

件は１件しかないという都内の自治体もあること

も私は調べがついております。 

 本当に困っている当事者の迷惑にならないよ

う、くれぐれもこの問題の抜本的解決を模索して

いただきますよう、大変長くなりましたが、強く

お願いを申し上げ、私の質疑を終えさせていただ

きます。 

●こじまゆみ委員  私からは、スマートシティ

推進事業費のうち、新・さっぽろモデル事業につ

いてお伺いいたします。 

 新・さっぽろモデルは、地域の課題を解決し、

活性化を図るため、デジタル実装に必要な経費を

国が支援する、デジタル田園都市国家構想交付

金、いわゆるデジ電交付金。現行の、新しい地方

経済生活環境創生交付金を活用した事業でありま

す。 

 令和５年の２定におきまして、事業対象地域が

私の地元である厚別区のもみじ台地区と青葉地区

であることから、かねてより強い関心を抱いてお

りました。 

 つきましては、事業開始前に質問をさせていた

だいたところでございます。 

 事業の実施に際しましては、札幌市と地域内に

あるショッピングセンターの運営企業をはじめと

する民間事業者で構成されるスマートシティ推進
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協議会を設置し、将来的な他地域への展開も視野

に入れつつ、令和５年度事業を開始いたしまし

た。 

 令和６年度は、第３回定例市議会において補正

予算が措置され、その後、公募により選定した三

つのサービスを２月から開始されたと承知してお

ります。 

 そこで質問ですが、令和６年度に開始したサー

ビスの、現在の取組状況についてお伺いいたしま

す。 

●朝倉スマートシティ推進部長  令和６年度

は、令和５年度に開始したサービスに加え、自宅

で診療を受けられるオンライン診療サービス、有

償ボランティアが地域の困り事に対応する派遣

サービス、カメラの前で６メートル歩くだけで利

用者の歩行年齢が分かる歩行姿勢の測定サービス

を新たに開始いたしました。 

 まず、オンライン診療サービスについては、運

営者がクリニックへの働きかけを行っており、現

在、市内４軒のクリニックで、スマートフォンア

プリまたはケーブルテレビを通じて受診すること

が可能です。 

 次に、ボランティアの派遣サービスについて

は、当初想定の30名を上回る45名の方にボラン

ティア登録をいただいたものの、住民からの要望

は介助が必要な付添いや車での送迎といったボラ

ンティア派遣では対応できない内容であり、現時

点ではマッチングに至っていない状況です。 

 最後に、歩行姿勢の測定サービスについては、

ホクノー健康ステーションやスポーツショップ等

を会場として開催される各種イベントにおいて、

多くの方に機器を体験いただいているところで

す。 

●こじまゆみ委員  令和６年度に開始したサー

ビスのうち、オンライン診療については利用でき

るクリニックの数がまだ少なく、有償ボランティ

アについては利用者がゼロであるとのことでし

た。 

 オンライン診療、有償ボランティアともに、事

前に地域課題を把握した上でサービスを開始した

ものだと思います。 

 なぜ利用者数が伸び悩んでいるのかをしっかり

と要因分析をし、運営事業者とともに改善に向け

て検討を進めていただきたいと思います。 

 一方、歩行姿勢の測定サービスにつきまして

は、私自身も２月に行われましたイベントに参加

をし、体験してまいりました。歩行の癖や歩行年

齢がデータとして測定されることで、定期的に比

較が可能となれば、利用者の健康意識向上に一層

つながるのではないかと感じた次第でございま

す。 

 厚別区内にとどまらず、他区での利用も積極的

に進めていただきたく存じます。 

 さて、ただいま令和６年度の取組についてお伺

いいたしましたが、新・さっぽろモデル事業全体

としては３年目を迎え、他地域への横展開の検討

をするに当たり、一度、総括をする必要があるの

ではないかと考えております。 

 地域住民の皆様からは、専用タブレット端末に

よる地域情報配信の取組について、様々なご意見

を頂戴しております。 

 例えば、画面が大きくホクノー健康ステーショ

ンの健康動画が見やすいといった評価を頂戴する

一方で、スマートフォンで十分である、持ち運び

に不便であるといったご意見も寄せられておりま

す。 

 専用タブレット端末の利用者からの評価につい

て、一部事例を提示させていただきましたが、事

業全体として取組を通じて得られた成果と課題に

ついて、より深く考察する必要があります。 

 そこで質問ですが、この事業を通じて得られた

成果と課題についてお伺いいたします。 

●朝倉スマートシティ推進部長  新・さっぽろ

モデルを通じて得られた成果と課題についてお答

えいたします。 

 本事業では、高齢者を対象にタブレット端末

150台を配布し、その利用状況等についてデータ

取得を行ったところです。 
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 利用者は、端末を活用し、ＡＩとの会話を楽し

んだり、配信したお知らせ情報からイベントの申

込みを初めて行ったりするなど、端末配布をきっ

かけにデジタル技術に関心を持ち、日常的に触れ

ていただけるという成果がログインデータからも

実証できているところです。 

 一方で利用データは150台分に限られ、取得

データ数が少ないことなどから、利用者の属性や

行動実績に応じた傾向分析や利用者ごとに最適な

情報の提供までは実現できていないことが課題と

認識しております。 

●こじまゆみ委員  専用タブレットを通じて取

得可能なデータが限定的であることから、現状で

は個人に最適化された情報提供の実現には至って

いないということでございます。 

 専用タブレットは、スマートフォンと比較して

持ち運びに難があり、位置情報等の行動データ取

得には適さないと考えられます。 

 今後、他地域への展開を検討される際には、普

及が進むスマートフォンや腕時計型デジタルデバ

イスなど、より利便性の高いツールの活用をご検

討いただければと存じます。 

 さて、本事業は地域住民の皆様のご協力のもと

実施しており、地域住民の皆様が主役であること

は言うまでもありません。モデル事業ではござい

ますが、地域住民の皆様と一体となって取り組ん

でいる以上、地域に何らかの成果を残すべきであ

ると考えております。 

 そこで最後の質問ですが、本事業を実施した結

果、もみじ台地区や青葉地区にどのような成果が

残ると考えておられるのか、お伺いいたします。 

●朝倉スマートシティ推進部長  本事業を実施

した結果、もみじ台地区や青葉地区にどのような

成果が残ると考えているかというご質問にお答え

いたします。 

 本事業は、デジタル技術を活用し、地域が抱え

る課題の解決や地域の活性化を推進することを目

的の一つとしております。 

 事業を通じて、デジタルに日常的に触れるよう

になった住民がいることが地域の声やデータから

も分かるものの、地域課題の解決や地域の活性化

につながるまでの行動変容をもたらすには至って

いないところでございます。 

 そのような中、昨年度、学生が高齢者の支援役

となるスマートフォンの相談会であるでじ茶屋を

新規事業として開始いたしました。 

 この事業は、機器の操作に不慣れな方のニーズ

に合わせてマンツーマンで教えるものであり、地

域課題でもある多世代交流の促進にもつながる意

義のあるものであると認識しております。 

 また、でじ茶屋を利用する方に、改めてオンラ

イン診療などのこれまで取り組んできた事業にご

参加いただくよう促すことで、新・さっぽろモデ

ルが地域に根づくものとなるよう、努めてまいる

所存でございます。 

●こじまゆみ委員  本日の質疑応答により、健

康増進サービスやでじ茶屋といった事業におい

て、一定の成果が確認できました。また事前説明

において、幾つかのデータ取得についても説明が

ありました。 

 しかしながら、事業全体としての成果は現状で

は期待値に達していないのではないかという認識

でございます。 

 ご承知のとおり、もみじ台におきましては、仮

称土地利用再編方針の令和８年度中の策定に向け

て検討が進められております。長期間にわたる土

地利用の再編となりますために、地域の在り方、

近隣の青葉地区、広くは新札幌地区全体のまちづ

くりにも影響が及ぶものと想定されます。 

 そして、土地利用の再編に伴い、デジタル活用

の重要性が増大していくものと考えております。 

 国はデジタル田園都市国家構想において、デジ

タル技術を活用し、地域の課題解決や魅力向上に

向けた取組を加速化、進化させることを目的とし

てまいりました。 

 モデル事業においては、行政・民間・地域住民

の皆様のご協力のもと推進してまいりましたが、

今後はモデル事業で得られた知見を生かし、民間
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の力を最大限に活用することで、持続可能かつ自

立自走可能な事業展開へと進んでいけるよう取り

組んでいただきたいと考えております。 

 地域の皆様にはモデル事業にご協力をいただ

き、また国の交付金も活用しております。つきま

しては、札幌市の今後のまちづくりへの横展開

に、ぜひともご尽力をいただきたく存じます。 

 引き続き進捗状況に注視し、可能な限りサポー

トをしてまいります。デジ田事業で得られた知見

が、札幌市のさらなる発展に寄与することを期待

しております。 

 質問は、以上とさせていただきます。本日はあ

りがとうございました。 

●森 喜誉則委員  私からは、大きく二つで

す。 

 生成ＡＩの取組について、及び区役所窓口にお

ける業務改善についてという項目で質問をさせて

いただきます。 

 まずは、ここ数年の進歩、目を見張るものがあ

る生成ＡＩから入らせていただきます。 

 私も文章の作成、主に校正作業などで日常的に

生成ＡＩを利用していますが、最近はＷｅｂ検索

においても自動で生成ＡＩによる検索結果が表示

されるなど、生成ＡＩが生成した文章や画像、さ

らには動画まで目にする機会も増えてきていま

す。 

 このように生成ＡＩは、デジタル技術に詳しい

人が使う特別なものから誰もが日常的に使う技術

になりつつあると感じているところです。 

 札幌市役所に目を向けますと、2023年度から庁

内において生成ＡＩの利用に着手し、2024年３月

には全職員がＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｐｉｌｏ

ｔの利用を開始していました。 

 その後、今年９月からは、全庁でのＧｏｏｇｌ

ｅ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ導入を受け、利用する生

成ＡＩをＧｅｍｉｎｉに切替え、より安全かつ便

利に生成ＡＩを利用できるようになったと聞いて

います。 

 職員は、生成ＡＩを文書作成などの作業に用い

ることで事務効率を上げ、より重要な業務に集中

できる可能性があります。 

 一方で、生成ＡＩに入力した情報がＡＩの学習

に用いられ、情報が外部に漏えいしたり、ハルシ

ネーションのように誤った回答が生成されるなど

のリスクも指摘されています。 

 だからこそＡＩの特性を理解し、行政のどのよ

うな場面で使うと役に立つのかを丁寧に見極めな

がら導入を進めていく必要があると考えます。 

 今年の札幌市議会第１回定例会の予算特別委員

会において、我が会派から生成ＡＩの活用につい

て質問した際、まずは行政内部の事務を対象に、

民間事業者の意見を取り入れながら実証事業を行

い、職員が生成ＡＩによる効果を実感できるよ

う、利活用を進めていくとの答弁がありました。 

 そこで最初の質問です。 

 この生成ＡＩの実証事業について、今年の予算

特別委員会での答弁以降、どのような取組を進め

てきたのか伺います。 

●岩田行政ＤＸ推進室長  生成ＡＩの実証事業

に係る取組状況についてお答えいたします。 

 実証事業のテーマを検討するため、本年３月か

ら４月にかけて、生成ＡＩサービスを提供する事

業者25社から、広く行政事務における生成ＡＩの

有効な活用方策について情報提供を受けました。 

 その結果、現状では文書の要約や情報整理など

の一般的な事務作業への利用以外に、市特有の事

務作業における生成ＡＩの有効な活用方法が確立

されておらず、実証事業を通じて有効な活用分野

を模索していく必要があることを確認いたしまし

た。 

 これを踏まえ、本年７月から８月にかけて、本

市の官民連携窓口であるＳＡＰＰＯＲＯ ＣＯ－

ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＧＡＴＥを通じて、職員の出

張に係る旅費事務をテーマとした実証事業を提案

する事業者を募集した結果、８社から提案があ

り、現在、具体的な実証方法などについて、各事

業者と対話を重ねているところでございます。 

●森 喜誉則委員  民間事業者からの情報提供
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を受けて、行政事務における生成ＡＩの有効な活

用方法について25社ほどから提案があったという

ことでしたけども、今後、どういった実証が必要

なのかを見極めた上で、具体的な実証事業の実施

に向け、準備を進めているということでした。 

 行政機関における生成ＡＩの活用を進展させる

には、こういった具体的な実証事業の取組が不可

欠であると考えています。 

 そこで、続けて質問です。 

 このたびの実証事業では、職員の出張に係る旅

費事務を実証テーマとして採用したということで

すが、数ある業務の中からこの事務を選定した狙

い。加えて、現時点で想定している実証事業の内

容について伺います。 

●岩田行政ＤＸ推進室長  旅費事務を実証事業

のテーマとした狙いと、現段階で想定している実

証内容についてお答えいたします。 

 旅費事務は、情報提供を受けた事業者から生成

ＡＩの一定の活用可能性が示された事務であり、

本市においても各部局に共通の事務で影響範囲が

広いと考えられることから、実証事業のテーマと

して選定したものです。 

 実証事業の内容としては、出張の日時や行き先

から本市規定に従った行程案を生成ＡＩに作成さ

せ、その精度や手法などを検証することを想定し

ています。 

 本年度中に、提案事業者の中から本市と共同で

実証事業を実施する事業者を決定し、具体的な実

証に着手してまいります。 

●森 喜誉則委員  生成ＡＩの有効性、これを

一定程度見込まれて、加えて庁内で共通の影響範

囲の広い事務ということで、職員の出張に係る旅

費事務をテーマに、具体的な実証を行っていくと

いうことでしたけども、この実証事業の実施に当

たっては、有効な手段や生成ＡＩの回答の精度な

どを十分に検証した上で、旅費事務を担当する現

場の職員の声も聞きながら、便利で役立つ方法を

模索していってください。 

 私ども議員も、視察の際には、もう本当に大変

な思いをしながら飛行機とか新幹線とかホテルと

かを取っているわけですから、こういった業務が

少しでも軽くなることを願っております。 

 ただ一方で、繰り返しとなり恐縮なんですが、

生成ＡＩの活用には情報漏えいや回答の不正確

性、知的財産権の侵害といった固有のリスクが存

在するので、利便性の裏側にあるリスクへの対応

が極めて重要になってきます。 

 そこで質問です。 

 これらの生成ＡＩ固有の課題に対し、札幌市と

してどのように安全性を確保し、対応していくの

か改めて伺います。 

●岩田行政ＤＸ推進室長  生成ＡＩ固有の課題

に対する、安全性の確保と対応についてお答えい

たします。 

 委員ご指摘のとおり、生成ＡＩの利用には固有

のリスクがあることを踏まえ、安全に生成ＡＩを

利用していくことができるよう、令和５年12月に

生成ＡＩ利用に関するガイドラインを作成したと

ころです。 

 具体的には、情報漏えいを防止するため、利用

する生成ＡＩのセキュリティーレベルに応じた情

報資産を取り扱うこととし、全職員が利用する

チャット型生成ＡＩについては、入力した情報が

ＡＩの学習を通じて外部に漏えいしない設定で利

用しております。 

 また、生成ＡＩの回答が知的財産権を侵害して

いないか、誤った回答となっていないかなどを十

分に確認した上で利用するなどのルールも設けて

おります。 

 なお、ガイドラインの内容は、生成ＡＩ技術の

進歩や国の動向等を踏まえ、適宜見直しを行って

おり、引き続き生成ＡＩ固有のリスクに十分注意

して利用するよう、研修などを通じて職員への周

知を徹底することで安全性を確保してまいりま

す。 

●森 喜誉則委員  おっしゃるとおり、生成Ａ

Ｉの進歩は本当に日進月歩といいますか、物すご

い勢いということになっています。 
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 令和５年の12月にガイドラインを策定したとい

うことでしたが、その後も適宜見直しを進めてい

るということで、生成ＡＩ固有の課題にも留意し

てしっかり取り組んでいることが分かりました。 

 生成ＡＩ、これ今のところですが、あくまで事

務を効率化し、職員が市民サービスをより重要な

業務に集中できる環境を整えるためのツールの一

つという認識であってよいのではないかと感じて

います。 

 そこを見失うことなく、リスク管理にも留意し

た上で、職員の皆さんが生成ＡＩの効果を実感で

きるような取組を加速させていってください。 

 今後の実証事業の成果に期待し、次の質問に移

ります。 

 続いては、区役所窓口における業務改善につい

て質問します。 

 札幌市では今年３月に、第２次札幌市ＩＣＴ活

用戦略を策定しました。 

 その基本理念に、誰もが最適なサービスを受け

られ、サービスの利便性を実感できる、人が中心

のデジタル変革の実現を掲げています。 

 このデジタル変革の実現として、行政サービス

は原則として、全ての手続等のオンライン化を推

進するとしていますが、インターネット等のデジ

タルツールに不慣れな方や直接会って具体的な相

談をしなければならない方など、対面での対応が

必要な方が一定数います。 

 人が中心と理念を掲げる以上、デジタル技術を

利用する際は、そういった方々にも配慮した便利

で分かりやすい行政サービスを提供することが必

要不可欠です。 

 そこで質問です。 

 区役所窓口での手続の在り方について、どのよ

うに考えているのか伺います。 

●朝倉スマートシティ推進部長  区役所窓口で

の手続の在り方についてお答えいたします。 

 札幌市が目指す、誰もがデジタル技術の利便性

を実感できる区役所窓口を実現するためには、手

続のオンライン化と窓口の利便性向上の両面が必

要と認識しております。 

 こうした取組を行うことで、市民が区役所に行

かないことを選択できるだけではなく、区役所に

行くことを選択しても、手続が簡単に終わるよう

な窓口を実現したいと考えています。 

 特に、区役所に行くことを選ぶ場合について

は、デジタル技術も活用しながら、多くの書類を

書かせない、待ち時間を短くして待たせないな

ど、利用者の負担が少ない窓口としていくことが

重要と考えているところです。 

●森 喜誉則委員  行政手続のオンライン化だ

けではなく、区役所窓口のサービスアップ、これ

も必要であるという両面性を考えているというこ

とで、我々の考えと共通だったので安心しまし

た。 

 今後、さらにオンライン化が進んでいくんで

しょうが、区役所での手続は対面で行いたいとい

う方は必ずいらっしゃるでしょうから、デジタル

技術を生かした区役所窓口のサービス向上、極め

て大切な取組です。 

 これまで我が会派では、ＩＣＴ活用による区役

所窓口の抜本的改善、いわゆる区役所窓口のＤＸ

を進めるに当たっては、単にデジタル技術を導入

するのではなく、まずは業務プロセスの見直しと

いったアナログ的な業務改善、いわゆるアナログ

ＢＰＲを実施することが不可欠であると指摘して

きました。 

 2024年の決算特別委員会では、まずはＢＰＲに

特化したワーキングチームの立ち上げが示されま

した。 

 そして今年の予算特別委員会では、区役所来庁

者の約半数が訪れる戸籍住民課窓口のＢＰＲから

着手し、現場の意見を生かした見直しの試行実施

などを行っているとの答弁がありました。 

 本庁部局が主導し、区役所窓口の改善を目指す

といった動きはこれまでもあったかと記憶してい

ますが、今回のように現場の最前線で業務を担っ

ている区の職員が主体的に検討を進め、本庁部局

の職員とともに十区全体の改善を図ることは、札
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幌市では初だったのではないかと思います。 

 区の職員が参加し、現場で培われた知見を生か

したからこそ、この改善の取組は大きな成果が出

ているだろうと推察しています。 

 そこで次の質問です。 

 ワーキングチームの立ち上げから１年ほど経過

しましたが、具体的にどういった成果が出ている

のかを伺います。 

●朝倉スマートシティ推進部長  ワーキング

チームの成果についてお答えいたします。 

 令和６年10月に、本庁住民情報課と区戸籍住民

課職員から成るワーキングチームを発足し、市民

の方が届出書の記載回数を減らすための検討や業

務フローの見直しを行い、一部の区にて試行実施

を進めてきたところです。 

 今年度に入ってからは、試行実施を行ってきた

これらの取組について、ワーキングチームについ

て効果検証を行った上で、記載いただく届出書の

様式の統合や事務処理手順の効率化を図るなどの

業務改善を全区で本格実施いたしました。 

 さらに、コンビニエンスストア等で導入されて

いる、いわゆるＰＯＳレジを順次、区役所に導入

し、決済手続の簡便化を実現するなど、市民の利

便性向上と職員の負担軽減の両方を目指した改善

を進めております。 

 今後もワーキングチームでの検討など、現場目

線での業務改善を着実に進めてまいりたいと考え

ております。 

●森 喜誉則委員  ＰＯＳレジの活用というこ

とも本当に先進的な取組だと思いますけれども、

市民サービスの最前線である区の職員とともに改

善を進めるということは、具体的な効果だけでは

なく、現場における改善の機運を高めるものでも

あり、非常に重要な取組と考えています。今後も

ぜひ継続して進めていただくよう、求めます。 

 また取組から約１年が経過し、ワーキングチー

ムによる検討から始まり、幾つかの区における試

行実施、そして全区展開と着実に区役所窓口のＢ

ＰＲを進めているということでした。 

 先ほど区役所窓口のＤＸを進めるに当たって

は、その前段となるアナログＢＰＲが不可欠であ

ると指摘をさせてもらいましたが、現在、区役所

窓口のＤＸ推進の素地を整えているさなかだろう

と理解しています。 

 我が会派はデジタルの力を活用して、新たな窓

口の形を実現している先進自治体の視察を重ねて

きました。それらの幾つかでは、いわゆる窓口支

援システムを導入し、市民に欠かせないサービス

の実現や一つの窓口で複数の届出を受理すると

いった、スピーディーで質の高いサービスを提供

していました。 

 本市においても、アナログＢＰＲの次のステッ

プとして、こうしたデジタル技術の活用を具体的

に導入する時期に来たのではないかと考えていま

す。 

 そこで最後の質問です。 

 こうした窓口を支援する、いわゆる窓口支援シ

ステムの導入も含めた区役所窓口のＤＸについ

て、今後どのように考えていくのか伺います。 

●朝倉スマートシティ推進部長  区役所窓口の

ＤＸに係る今後の考え方についてお答えいたしま

す。 

 国においても、地方自治体窓口の誰１人取り残

されない人に優しいデジタル化の実現を目指すと

して、自治体窓口のＤＸ化を推進しているところ

です。 

 その手法の一つとして、いわゆる窓口支援シス

テムの導入があり、当該システムは、待ち時間の

短縮や職員育成期間とそれにかかる職場負担の低

減などの効果が出ているところです。 

 近年、政令市での導入も始まりつつあり、本市

においても同様の効果が見込まれるかについて精

査をしているところでございます。 

 引き続き、誰もがデジタルの利便性を実感でき

る、人が中心のデジタル改革を実現するため、現

場目線での業務改善とともに、区役所窓口のＤＸ

を進めてまいりたいと考えております。 

●森 喜誉則委員  誰１人取り残さない、人が
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中心ということは、やっぱりデジタルもアナログ

も、あとオンラインも対面もどちらも重要だとい

うことだと思います。 

 少子高齢化による生産年齢人口の減少におい

て、質の高いサービスを維持し、提供し続けるた

めには、我々もＤＸの推進は不可欠であると考え

ています。 

 ただし、デジタル技術に慣れ親しんだ人だけが

恩恵を享受できるのではなく、全ての市民がデジ

タル技術の活用による質の高いサービスを享受で

きるようにすべきとも考えています。 

 そのためにも、行政手続のオンライン化だけで

はなく、実際に区役所を訪れた市民も、窓口のＤ

Ｘによってより便利になる取組を進めていってく

ださい。 

 区役所で働く現場の職員も巻き込んだＢＰＲに

ついては今後も継続していただきつつ、早期の効

果的なシステムの導入実現を求めて、全ての質問

を終わります。 

●前川隆史委員  私からは、区役所における新

たな窓口スタイルでございます。 

 住所変更に伴う複数の手続の、まとめて受付に

ついて質問いたします。 

 まとめて受付よりまとめて窓口のほうがいいん

じゃないかなと思っていますが、まとめて受け付

けていくということなので、受付で質問します。 

 私はこれまで行政サービスの向上を図るための

大胆なこの業務の効率化、野心的な行政改革が必

要であると訴えてまいりました。今、森議員も熱

くきれいな声で訴えていましたが。その中でも特

に、このデジタル技術を活用した業務改善の重要

性、このことについても繰り返し訴えてまいりま

した。 

 特に、市民の皆さんが市役所のサービスがよく

なったと実感しやすい場所は、何といっても区役

所の窓口でございます。 

 制度を所管する本庁部局の職員と日々、窓口の

対応ですとか複雑多様化する福祉課題の対応に当

たっている区役所の職員が一体となって、それぞ

れの課題感をぶつけ合って行政改革を進めて、市

民サービスの充実に結びつけていかねばならない

と思います。 

 そんな思いで、私は繰り返し窓口サービスの重

要性を訴えてきてまいりました。 

 さて、区役所窓口の改革につきましては、アク

ションプランで掲げております、書かせない、待

たせない、同じ説明を繰り返さない窓口の実現を

目指し、去る３月に策定されました第２次札幌市

ＩＣＴ活用戦略において、住所変更に伴う複数の

手続をまとめて受付をする、新たな窓口のスタイ

ルを実現するとしております。 

 このことについて本年の第１回定例市議会、予

算特別委員会で私の質疑に対しまして、まとめて

受付の実現に向けて、市民サービスの向上と職員

負担の軽減を両立させる必要があること、また、

住所異動の届出をした方がその後にどの窓口でど

のような手続を行っているかについてデータの分

析を進めて、対象手続の範囲等について検討を進

めていく、そういった旨の答弁をいただいている

ところでございます 

 そこでまず伺いますが、住所変更に伴う複数の

手続のまとめて受付の対象手続の範囲の決定に向

けて、どのような観点で検討を進めているか伺い

たいと思います。 

●岩田行政ＤＸ推進室長  住所変更に伴う複数

の手続で、まとめて受付の対象手続を検討する観

点についてお答えいたします。 

 令和５年度の住所変更に伴う手続データを分析

したところ、区の戸籍住民課において手続を行っ

た約18万世帯のうち、約３万3,000世帯が国民健

康保険加入者を含む世帯、約２万4,000世帯が18

歳以下の児童を含む世帯であり、それらの世帯

は、戸籍住民課の後に保健福祉部の窓口でも住所

変更の手続を行っております。 

 こうした現状を踏まえ、まずは国民健康保険や

児童手当、子ども医療費助成など、一定数の方に

複数の窓口にお越しいただいている11の手続をま

とめて受付の候補として検討しております。 
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 また、審査の有無や処理時間なども考慮する必

要があると考えており、例えば、市外からの転入

で新たに資格要件の審査等を要する手続は、これ

までどおり、保健福祉の専門窓口で受け付けるこ

ととし、それ以外の審査が不要で短時間で終了す

る手続については、まとめて受付の対象とするこ

とも検討しているところです。 

 これらの観点を踏まえ、まとめて受付の対象手

続の範囲を決定してまいります。 

●前川隆史委員  いろいろ複雑な、様々な組合

せの最適解を今、出すために検討していただいて

いるところでございます。 

 市民サービスの向上に直結する課題でございま

すので、対象手続の範囲についてはぜひ、十分に

議論を重ねて、決定をしていっていただきたいと

思います。 

 他方で、今後このまとめて受付を円滑に実施で

きる仕組みを構築していくためには、現状の業務

手順等について精緻な分析を行って、縦割りでは

なく、関連部局と横の連携を図りながら課題を解

決していくようなしっかりとした体制で行うとと

もに、職員個人の知識ですとか経験に頼ることな

く、組織として安定したサービスを提供できるよ

うにするために、デジタル技術の活用についても

検討していく必要があるんじゃないかと思いま

す。 

 そこで伺いますが、まとめて受付の実施に向け

てどのような体制で検討を行っているのか、ま

た、デジタル技術の活用に関する現時点での考え

を伺います。 

●岩田行政ＤＸ推進室長  まとめて受付の検討

体制とデジタル技術の活用についてお答えをいた

します。 

 まとめて受付の対象手続について具体的な検討

を進めるために、本年８月に保健福祉に関する各

種制度を所管する本庁部局、及び窓口を担ってい

る区役所の職員とともにワーキングチームを設置

いたしました。 

 現在、候補としている手続に関連する法令のほ

か、各窓口における市民からの聞き取り事項、申

請受付における業務手順などについて詳細な調査

を行っているところです。 

 また、まとめて受付を円滑に実施するため、市

民の申請書記入の手間を減らし、職員の事務処理

をサポートするシステムなどについても精査をし

ているところであり、それらの導入についても併

せて検討してまいります。 

●前川隆史委員  各種制度の所管部局ですと

か、現場の区役所の職員ともワーキングチームを

つくって検討を進めているところでございます。 

 まとめて受付を円滑に実施するためのシステム

等についても検討していると、こんなお話もござ

いました。しっかり区役所窓口の改革について、

将来を見据えながら着実に検討を進めていただき

たいというふうに思います。 

 最後に、職員の業務改革について伺います。 

 現在、この本市が直面する厳しい財政状況を乗

り越えて、今後も市民サービスを維持・向上させ

ていくためには、先ほど伺った窓口改革のような

市民と職員の接点の見直しと併せて、市役所内部

の業務そのものを変革、効率化していく視点が非

常に重要でございます。 

 午前の総務局の質疑でもいろいろお話しいたし

ましたが、非常にこの財政的にも本市、厳しく

なってきているということでございますので、こ

れまでどおりの行政運営を続けていくことが大変

難しくなる、そういったおそれもあるわけでござ

います。 

 終始、白石部長がじっと何かチェックしていま

すけれども、余計なことを言うなよって思ってい

るかもしれませんが、この行政需要が複雑多様化

して、この行政運営にかかるコストが増大してい

く中で、市民サービスの維持・向上をどのように

実現していくのか、この極めて困難な課題に対応

する鍵こそ、デジタル技術を活用した全庁的な行

政ＤＸでありますし、国を挙げて取組を急いでい

るところもございます。 

 そこで伺いますが、現在のその厳しい財政状況
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において、限られた資源で組織の生産性を高めて

持続可能な市役所を実現していくために、どのよ

うにＤＸに取り組んでいくのか伺います。 

●岩田行政ＤＸ推進室長  現在の厳しい財政状

況における、ＤＸの取組についてお答えいたしま

す。 

 委員ご指摘のとおり、昨今の物価高騰などの予

期せぬ社会的な変化に柔軟に対応し、行政サービ

スを安定して提供していくためには、ＤＸにより

生産性を向上させていくことが不可欠であると認

識をしております。 

 こうした考えのもと、各職員のパソコンに本年

９月に新たに導入したグループウエアに搭載され

ている生成ＡＩや簡便なアプリ作成機能などを最

大限に活用し、職員が自らの手で低コストかつ迅

速に業務効率化を推進するための個別支援に取り

組んでいるところです。 

 具体的には、庁内から各部署の業務改善の相談

を受けるとともに、庶務や経理などの全庁の職員

に共通し、効率化の効果が大きく見込める事務に

ついては、当室からも積極的に所管部署に働きか

け、生成ＡＩを活用しながら業務手順の分析や課

題の洗い出しを行います。 

 その上で、各業務手順におけるグループウエア

の効果的な活用や職員自らによる簡易な業務用ア

プリの作成に至るまでを支援し、業務効率化を実

現してまいります。 

 これまで支援した部署からは、支援を受け、事

務処理の一部を自動化したことで作業時間を45％

削減できたですとか、業務改善の道が開け、今

後、さらに発展させたいといった肯定的な声が寄

せられているところです。 

 こうした個別支援による成功事例を全庁に共有

し、主体的にＤＸに挑戦する組織風土を醸成する

ことで市役所全体の生産性を高め、市民サービス

の維持・向上を目指してまいります。 

●前川隆史委員  本当にそんなに意に留めてい

ないんじゃないかなと思いながら質問をしている

わけですが、それぐらいなかなかハードルが高い

というふうに思っているわけですね。 

 この行政ＤＸなんていうのは、全国でみんな

言っているだけで、でもなかなかそんな華々し

い、ここでこんなになったという、まず数字が出

てこないです。かけ声は出てくるけれども。 

 そういった中で、正直、総務局の内局から始

まったデジタル戦略推進室、そして戦略推進局と

どんどん上がっていったけども、なかなかどんな

成果が出たのかなと思ったら、ちょっとマイナン

バーカード推進室みたいになっちゃったのかなと

思ったりとかしていたんですけども、今なんか職

員の皆さんの自らの手で、しっかりこのＡＩを活

用しながら、この簡易なアプリをつくったりです

とか、そういうような取組をする中で、本当にこ

のデジタル戦略推進局主導の中で、業務時間が

45％削減された事例も出てきたということで、本

当にデジタルを活用して、行政ＤＸが本当に効果

を上げつつあるなと、そういった手応えを感じさ

せていただきました。本当にありがとうございま

す。 

 どうか引き続き、全庁の、本当に財政的にも厳

しくなってきましたので、どれだけこの超効率化

というんですかね、効率化のアイデアをどれだけ

出せたところが生き残っていく組織なんじゃない

かというふうに思いますので、どうか改革推進室

なんかともしっかり連携を取りながら、その辺の

これからも仕事を進めていただくよう、お願いし

て質問を終わります。 

●太田秀子委員  私からは、自衛隊名簿の提供

について質問します。 

 第２回定例市議会総務委員会において、自衛隊

の名簿提供の中止を求める陳情の審査が行われた

際、私は自衛隊への名簿提供をめぐる札幌市の対

応について質問をしました。 

 今日は、改めて質問をさせていただきます。 

 札幌市では、自衛隊への名簿提供を望まない方

が自ら申請することで、名簿から除外することが

可能な除外申請制度を設けています。 

 札幌市のホームページでは、情報提供を希望さ
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れない方へとして、自衛隊にご自身の個人情報の

提供を望まない方につきましては、除外申請の手

続をしていただくことにより、自衛隊へ提供する

情報から除外しますと書かれています。 

 しかし私、これはちょっと違うのではないかな

と思うわけです。 

 除外申請をする人は、私は情報を提供されたく

ありませんと、こういう内心を明らかにするとい

うことであり、申請用紙を提出するという手続の

手間もかけるわけです。 

 個人情報の保護は、人間としての基本権として

保障されるべきものであり、除外申請などを設け

て曖昧な状態にするべきではないと思います。 

 少なくとも、個別に事前に同意した方について

のみ提供する形式も考えていくべきではないで

しょうか。 

 例えば、対象者全員に対して、名簿提供に関す

る同意の有無を確認する文書を郵送する場合、今

年度９月に名簿提供をした実績数は３万3,408人

と伺っておりますから、それに掛ける定形郵便物

の総量１件当たり今110円ですから、概算で約370

万円程度の費用を要するものと見込まれます。 

 市民の個人情報は慎重に取り扱うものと考えま

すと、決して高いものではなく、私は必要な経費

ではないかと思います。 

 そこで質問しますが、対象者となる市民全員に

情報提供の同意の確認を求める文書を送付し、情

報提供に同意した方のみ自衛隊へ提供するという

方法に変更してはいかがかと思いますが、伺いま

す。 

●朝倉スマートシティ推進部長  情報提供に同

意した方のみ自衛隊へ提供する方法への変更につ

いてお答えいたします。 

 自衛隊への情報提供は、自衛隊法施行令第120

条に基づき行うものであり、個人情報保護法の規

定から、本人の同意は必要とされていないもので

す。 

 しかし、本市では情報提供を望まない方に対し

ては、除外申請の手続により対応しているところ

です。 

 除外申請の手続につきましては、今年度から申

請期間をこれまでの３か月から４か月へ延長した

ほか、広報さっぽろやＳＮＳ等による発信に加

え、新たに除外申請を紹介するポスターを作成

し、市内の高校や大学にも広く呼びかけを行うな

ど、より多くの方に伝わるよう、工夫したところ

でございます。 

 今後も、これらについて丁寧に取り組んでまい

りたいと考えております。 

●太田秀子委員  本人の同意を要するものでは

ないんだけれども、除外申請をしているんだとい

うことが、あたかもその救済策のようなイメージ

を持つんですけれども、今いろんな方法で周知を

増やしていくよというお話でしたけれども、そも

そも多くの市民は、札幌市が自衛隊へ名簿提供し

ていることは知りません。 

 除外申請の周知方法は、今お話しいただきまし

たホームページとか広報さっぽろ、今年度からポ

スターを作成して、高校と大学に貼り出します

し、ＳＮＳなどでもお知らせしているよというこ

とです。 

 子ども宛てに自衛隊から郵便物が届いて困惑し

たですとか、本人も保護者も驚いたという声が毎

年上がっていることからも、やはり周知は行き届

いていないということが分かります。 

 今年度の18歳の対象者の生年月日を見ますと、

2007年の４月２日から2008年の４月１日まで生ま

れた方です。 

 除外申請の受付は、４月１日から７月31日まで

でした。 

 受付の最中には、まだ17歳の方がたくさんいま

した。 

 自衛隊に情報が提供されたのが９月10日でした

けれども、この９月10日時点でもまだ18歳になっ

ていない未成年者がいます。 

 要保護性が高い未成年者や保護者に事前の説明

もなく、同意も取っていないのに情報を提供する

ことは私は重大な問題だと思っています。 
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 ホームページや広報誌に出していますよと、だ

から情報は提供していますよという考えかもしれ

ませんけれども、しかしその考えには、未成年者

と保護者の全員に周知するくらいの丁寧さが欠け

ています。 

 除外申請書も、未成年者と保護者の両方が意思

表示するものにはなっていません。 

 高校卒業者の求人というのは、通常、職業安定

法に基づきます。家庭訪問は禁止です。 

 自衛官の募集は、自衛隊法が根拠で職安法は適

用されません。 

 それでも教育的配慮から、旧文部省と旧労働省

は歯止めをかけてきました。 

 1982年、両省の旧防衛庁への口頭の申入れで、

教育的観点から民間事業所と同様に学校を通じて

行われるのが適当であると求め、その後、旧防衛

庁も通知として何度もそれを発出しているんで

す。 

 さきの陳情審査では、他会派の質問に北海道労

働局に確認したところ、隊員募集のパンフレット

をポスティングすることは戸別訪問には当たらな

いという答弁をしておりました。 

 私が地域一帯の中から名簿を見て、対象者のう

ちにだけ入れて歩くことも戸別訪問には当たらな

いという答弁だったのかと伺ったところ、そこま

で詳しくは確認していないということでした。 

 私は、自衛隊が名簿で知り得た住所に狙いを定

め、ポスティングするという行為は、やはり戸別

訪問に当たると考えます。 

 そこで伺います。 

 名簿を活用し、対象者の住所を特定した上でパ

ンフレットをポスティングする行為は戸別訪問に

当たり、本来は認められない募集活動と考えます

が、いかがか伺います。 

●朝倉スマートシティ推進部長  住所を特定

し、ポスティングする行為は戸別訪問に当たり、

認められない募集活動と考えるがいかがかという

ご質問にお答えいたします。 

 ポスティング行為については戸別訪問に当たら

ないという点については、先ほど委員もおっ

しゃったとおり、従前、北海道労働局に確認した

ところです。 

 陳情審査を終えまして、これが住所を特定した

上で行った場合についても、戸別訪問には当たら

ないということを北海道労働局に確認させていた

だいたところです。 

 なお自衛隊には、インターホンを押して、直接

対面で募集パンフレットを渡す行為は行っていな

いということを併せて確認させていただきまし

た。 

●太田秀子委員  特定した上でポスティングし

て歩いても戸別訪問ではないよということは、こ

の間の質問の後に確認していただいたということ

ですか。 

 いや、いいです。はいとかうんとかで。 

 それで、インターホンを押して、当然渡してい

くと戸別訪問になりますけれども、そういうこと

をやっている地域もあるんですよね。帯広などで

は、制服を着た人がやってきて、お子さんの名前

を言って、こういう要件で来ましたと言って渡し

ているということが起こっていたものですから、

多くのお母さんたちも心配したということがあり

ました。 

 そこも確認していただいたということですけれ

ども、これからもしっかりと確認しながらいって

いただきたいと思っています。 

 名簿についても伺います。 

 提供している名簿ですけれども、陳情審査にお

いて、自衛隊から提供した名簿の返却を受ける際

に、今年度から使用実績の報告を受けることにし

たと伺いました。 

 そもそも名簿の取扱いは、自衛隊とどのような

取決めになっているのかと思うところです。 

 質問いたしますが、自衛隊へ名簿を提供する

際、札幌市は自衛隊に対してどのような内容の条

件を付し、その条件をどのような形で自衛隊に伝

えているのかを伺います。 

●朝倉スマートシティ推進部長  自衛隊に対
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し、どのような内容の条件を付し、その条件をど

のような形で伝えているのかというご質問にお答

えいたします。 

 本年３月７日に自衛隊から名簿提供の依頼を受

け、本市からは３月27日に自衛隊に対し回答をし

たところでございますが、この際、名簿の目的外

利用をしないこと、複写禁止など名簿管理の徹

底、名簿返却時に活用実績を報告することなどを

条件とした書面を交付いたしております。 

●太田秀子委員  書面でやり取りをしていると

いうことを今、伺いました。 

 札幌市のホームページにはこう書いてありまし

た。2021年度まで、自衛官及び自衛官候補生の募

集のための住民基本台帳の一部の写しを提出する

ことは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲を

超えているという判断から行わず、住民基本台帳

法第11条第１項に基づく住民基本台帳の閲覧によ

り、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を

書き写すという対応をしていた。 

 しかし2021年、防衛省、総務省連名通知にて、

募集に関して必要な書類として住民基本台帳の一

部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特

段の問題を生じないとの通知により、対応を変更

したとあります。これは全国でこういうことが起

こったわけです。 

 翌年、2022年の安保三文書には、人的規模基盤

を強化するとして、採用の取組強化、地方公共団

体との連携強化というものを明記しました。 

 その後、名簿提供する自治体が急増していきま

した。 

 しかし、提供要求の根拠としている自衛隊法、

先ほどの答弁にもありましたけれども、自衛隊法

施行令第120条は、防衛大臣は資料の提供を求め

ることができるとしており、あくまで依頼できる

規定にすぎません。 

 実際に提供していない自治体もありますし、提

供したけれども、名簿提供はやめたんだという自

治体もあるわけです。 

 ここで伺いますけれども、自衛隊への名簿提供

について、法令上、札幌市は提供する義務がある

と認識しているのかどうかを伺います。 

●朝倉スマートシティ推進部長  法令上、札幌

市は名簿を提供する義務があると認識しているの

かどうかという点についてお答えいたします。 

 自衛官等の募集事務は法定受託事務でございま

すが、自衛隊への名簿提供については法令上の義

務ではないものと認識しております。 

 本市では、自衛隊法等の関係法令や国の見解の

ほか、自衛隊の持つ公益的な役割を踏まえて名簿

提供を行っているところでございます。 

 今後も、名簿提供に対する市民の理解醸成に努

めるとともに、これまでの除外申請の取組を継続

するなど、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

●太田秀子委員  自衛隊の名簿提供について

は、義務ではないというご答弁をはっきりとおっ

しゃいました。 

 自治体の義務ではないということは明確であり

同じ思いなんですね。自衛隊の依頼に応じるかど

うかは、つまり札幌市の判断にかかっているとい

うことなんです。 

 陳情審査においても継続審査となっており、札

幌市は一度立ち止まって、市民の個人情報の保護

についてしっかり検討すべきだと思います。 

 今もこれからも、義務ではないんだけれども、

公益的な役割なども見て、国の見解を見て、継続

していくというご答弁でした。 

 市民の皆さんには理解醸成に努めていくとおっ

しゃいましたけれども、理解醸成どころか、先ほ

どから言っていますように、正確な情報も届いて

いませんし、そして私たちはこう思うから理解し

てちょうだいという一方的なものでは駄目だと

思っているわけです。 

 適切に対応というものの何が適切かということ

もよく分かりませんので、やはり一度立ち止まっ

て、市民の個人情報の保護についてはしっかりと

検討すべきだと思います。 

 自衛隊に名簿を提供する義務はないとおっ



 

- 191 - 

しゃっておりましたので、閲覧に戻したらいいの

ではないかと思ったところです。そうしますと、

除外申請も必要ありません。 

 労力が必要な割に、志願者は増えていないとい

うデータがありました。募集効果は薄いのではな

いかと思います。 

 それでも対応していくんだという札幌市の姿勢

こそ、今後、市民に厳しく問われることになるの

ではないかと思っております。 

 以上を申し上げて、終わります。 

●川田ただひさ委員  私からは、行政における

データの利活用についてお伺いしたいと思いま

す。 

 先ほど、こじま議員からも、新・さっぽろモデ

ル事業について質疑もあったところでございま

す。 

 私も同じ選挙区として非常に強い関心を持って

おりまして、これまでも私独自としても質疑をさ

せていただいたところでもございます。 

 この事業の目的の一つに、データ活用、分析と

いうものがあったと理解しているわけであります

が、今回の質疑は、この新・さっぽろモデル事

業、そして先般、私、厚生委員会において健康ア

プリについても質疑を行いました。 

 こういったものをいかにして生かして、広い視

点でデータの利活用をどのようにしていくのか、

その視点で質疑を行いたいと思っているところで

ございます。 

 現在、国においてもデジタル庁が中心となって

データ戦略を掲げ、公共データのオープン化やデ

ジタルインフラの整備を強力に推進するととも

に、データに基づいた政策立案、ＥＢＰＭ、エビ

デンスベースのポリシーメイキング、要するに

データや統計などエビデンスに基づいた様々な合

理的な事業を行う手法でございますけれども、こ

の実現を目指しているところでもございます。 

 市民ニーズが多様化し、行政課題が複雑化する

現代において、本市が保有する多様なデータを効

果的に活用することは、市民生活の質の向上やよ

り効果的で質の高い行政サービス提供を実現する

ため、非常に重要だと考えているところでありま

す。 

 先日、10月３日の厚生委員会における健康アプ

リに関する質疑を私も行いましたが、健康アプリ

によって得られた歩数などの活動データを、それ

以外の札幌市が保有するデータと合わせて分析

し、より一層、効果的な事業推進につなげるよ

う、積極的な検討を進めることを私も求めたとこ

ろでもございます。 

 そこで質問でございますが、札幌市のデータ利

活用を所管するデジタル戦略推進局として、どの

ようなデータの利活用の取組を行っているのかお

伺いいたします。 

●朝倉スマートシティ推進部長  データ利活用

の取組についてお答えいたします。 

 本市のデータ利活用は、第２次札幌市ＩＣＴ活

用戦略に基づき推進しており、同戦略の三つの

リーディングプロジェクトの一つとして、官民

データ連携の推進を掲げているところでございま

す。 

 市民向けには、人口統計データや公共交通機関

の乗降者数など251種類のデータを、誰もが使用

できるオープンデータとして、ＤＡＴＡ－ＳＭＡ

ＲＴ ＣＩＴＹ ＳＡＰＰＯＲＯというホーム

ページで公開しているところです。 

 庁内的には、人流データ分析ツールで得られた

データをイベントの効果測定などに活用している

ほか、データを分析し、分かりやすいグラフなど

で可視化する、いわゆるＢＩツールを導入するな

どデータ活用環境を整備しているところでござい

ます。 

●川田ただひさ委員  データ利活用について、

今現在もいろいろと活用しているということでも

ございます。 

 しかしながら、健康アプリのときの質疑も行い

ましたが、先ほども新・さっぽろモデルにもあり

ましたけれども、今後もっと詳細な、いろんな幅

広いデータを取得するためには、やはりその母体
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であります市民の方の認識とか、そういったこと

も私は必要だと思っているわけでございます。 

 健康アプリについては、興味のある方が2,000

人以上もいて、550人の方が、もう終わりました

けどモニターでやっているときには、いろいろと

問合せもしながら積極的に取り組もうという市民

と、新・さっぽろモデル事業については、やはり

声をかけられてちょっとやってみようかなといっ

ても、なかなか積極的というよりはどうしたらい

いのかなという方と、ボランティアの方の話もあ

りましたけど、いろいろと試行錯誤をしながらや

られている方と、そういったいろんな方がいる中

で、今後しっかりとしたいろんな動向のデータと

いうものを活用していく、そういったことが今後

求められるので、さらに私としては幅広い必要な

データというものを集めて、そしていろいろと事

業に使っていく、そういったことが必要だと思っ

ているわけでございます。 

 そうした視点で、市民向けにはオープンデータ

の提供をしていること、また全庁的なデータ利活

用の取組としては人流データを活用しているとい

うふうにお話していたわけでございますが、各部

局が保有しているデータを横断的に活用するとい

う状態には、私としてはまだ至っていないような

感じもします。 

 先ほどいろいろな質疑の中で、それでも努力を

されて、庁内的には事務の削減でありますとか、

そういったことには取り組んでいるということで

ありますが、大事なことは人のそれぞれのいろん

な動向のデータというのをいかに集めて、そして

どのようにして事業を行っていくのか、こういっ

た集積というのは、私は必要だとは思っていると

ころでございます。 

 また、庁内活用環境を整備しているという答弁

があったわけでありますが、他都市の先進事例で

言いますと、神戸市ではデータ利活用担当部署が

旗振り役を担って庁内の各種データを集約し、

データ利活用の研修を受けた職員が自らデータを

分析、可視化できる環境を整備しております。 

 全庁的なデータ利活用が、加速度的に進んでい

ると私は承知しております。 

 そこで質問でありますけれども、先進自治体と

肩を並べるべく、デジタル戦略推進局が旗振り役

を担い、全庁横断的なデータ利活用を推進してい

くべきと考えますが、これについての見解を伺い

ます。 

●朝倉スマートシティ推進部長  全庁横断的な

データ利活用の推進についてお答えいたします。 

 データ利活用の真価は部局を超えたデータ連携

によって効果的に発揮されるものであり、この実

現に向け、当局が中心となって取り組む必要があ

ると考えております。 

 そのためには、まず庁内の各種業務システムで

取り扱っているデータを洗い出し、一覧として整

理する必要があると考えておりますが、今年度か

らこの取組を開始するところでございます。 

 また並行して、データ利活用のモデルケースの

創出やデータ分析に関する職員向け研修の実施に

取り組み、行政の課題解決とデータに基づく政策

判断を実現させ、市民サービスの向上につなげて

まいりたいと考えております。 

●川田ただひさ委員  今年からそういった視点

でも取り組むということで、各部局でいろんな健

康アプリもそうですし、新・さっぽろモデルもそ

うですが、いろいろと多種多様なデータというの

をいかにクロス集計をしながら、いろんな市の事

業にまた使っていくか、官民連携のデータの利活

用をしていくのか、こういったことは今後、投資

という意味においてもこういったことができるこ

とが私は重要だと思っているというところでござ

います。 

 そういった中で、一方で札幌市で取り扱ってい

る業務システムデータの洗い出しの段階とのこと

で、スタートラインの一歩手前かなと。先ほど、

これから取り組むということですから、そういう

ふうに感じております。 

 また、データといっても業務データの話しか聞

けなかったわけでありますけれども、冒頭でも触
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れましたが、今の時代、多くの方が所有している

スマートフォンを活用したアプリでは、例えば歩

数や睡眠時間、位置情報や移動情報など、多岐に

わたる活動データが取得可能でございます。 

 それらのデータと札幌市が保有する既存のデー

タを併せて分析することで、新たな価値の創造に

つながることも期待されるところでもございま

す。 

 そこで質問でありますが、スマートフォンから

得られる活動データと、札幌市が保有する既存

データを併せて活用することについてどのように

考えているのかをお伺いいたします。 

●朝倉スマートシティ推進部長  スマートフォ

ンから得られる活動データと他の市が保有する

データの連携についてお答えいたします。 

 スマートフォンから得られる活動データの利活

用に当たっては、法令上の制約や本人の同意の必

要性、匿名性を担保するためのデータ加工手法と

いった様々な課題があると認識しております。 

 しかし、それらのデータと市が保有するほかの

データを合わせることで、より精緻な分析が可能

となり、今後の政策判断において有用であると認

識しております。 

 先ほど答弁いたしましたとおり、まずは各種業

務システムで扱っているデータの利活用に取り組

むこととしておりますが、その際にはスマート

フォンから得られるデータの活用についても積極

的に検討してまいりたいと考えております。 

●川田ただひさ委員  いろいろと課題があると

いうことは述べられていたわけであります。いろ

いろと法令上でありますとか、当然、横断的に取

り組む中において個人情報など等もありますの

で、いろいろと課題があるわけでありますけど

も、私としては個人の情報がどうであるかという

よりも、札幌市が全体像としてどうあるのかとい

うこと、こういったことをしっかりと可視化して

いくことは、私はいろいろと市政においての判断

の材料としては有効だと思っているところでもご

ざいます。 

 庁内横断的なデータ利活用について課題がある

わけでありますけども、データを活用することが

市民生活を豊かにする未来を実現するためにも、

私はデジタル戦略推進局が全庁的な旗振り役とし

てしっかりと推進に取り組んでいただくことを期

待するところでございます。 

 また庁内でデータ利活用に取り組んでいただく

ことはもちろんのことでありますけれど、民間企

業の方々と意見交換をする際に、行政が保有する

データをもっと公開してもらえれば事業展開の参

考になるというふうに私もよく言われるところで

もございます。 

 各区のいろんな、例えば納税でありますとか、

いろんなその全体像ですね。個人がどうのじゃな

くて、どういった人口動態になっているのか、こ

ういったことをもっと分かると、この投資的な効

果として、いろいろと考える余地があるというふ

うにお話も伺っているわけでございます。 

 本日は取り上げなかったわけでございますけど

も、将来的にはより具体的かつ、近々の市民の動

向を把握したデータを活用した事業、これもやは

り必要であると同時に、スマホなどを利用した、

先ほどもいろいろと質疑にありましたけれども、

申請でありますとか、また特に札幌市において

は、この交通系ですね。こういったことも今後、

考えられるわけでございます。健康アプリの件か

らいっても、そのようなことも考えるわけでござ

います。 

 特にこの交通系においては、2030年頃を目指し

て、例えばＳｕｉｃａにおいてはウォークスルー

という、要するに歩いて改札口をタッチしないで

通るというシステム改修は2030年に向けて現在

行っているという情報もあるわけでございます。 

 すなわち、いろいろとインフラが大きく変わる

という意味において、今後こういったことも対応

した札幌市の行政というのも考えていかなければ

ならないのではないでしょうか。 

 先ほどこじま委員も聞いたんですが、この健康

と幸福を合わせた健康都市づくり、Ｓｍａｒｔ 
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Ｗｅｌｌｎｅｓｓ Ｃｉｔｙですか。にいがた未

来ポイントということでも取り組んでいると。新

潟でですね。こういったのもありました。 

 すなわち、このポイントと連携すること。言わ

ば決済のことも含めて、このポイントと連携する

ことで市民の要望というのがだんだんもっと多く

なれることによって多種多様となり、そのことに

応えることができないと様々な不安も多くなって

くるのではないでしょうか。 

 そうなると、このポイントサービスを有効にす

るために、今までの予算の枠組みも大きく私は変

わるのではないかというふうに考えているわけで

ございます。 

 様々な分野での自動化も進んでいくことも考え

ますと、庁内の在り方、インフラも私は大きく影

響していくと思います。 

 既に私も以前、議会で質疑しましたが、もう羽

田空港のところを活用して、自動化に向けた都市

というものを何社かの大手企業が、それぞれ業種

が違いますが入っていて、いかに自動化した、デ

ジタル化した生活をするのかということを、名古

屋でもやっているようでありますけども、そう

いった実験を今しているわけでございます。 

 すなわちこの2030年というのは、そういう意味

においては、大きく変わっていく一つのことであ

ります。2025年ですから、５年後でございますか

ら、そういう意味においては、札幌市としてもそ

ういった将来像を踏まえて、新・さっぽろモデル

も健康アプリも、一つのこの進化の一過程にしか

すぎないわけであります。 

 こういったことを、いろいろと実験で生かした

形で、どのようにして今後の新しい未来を作って

いくのかということは、私はとても重要なことで

はないかと思っております。 

 時代は早く進んでいるわけでございます。私と

しては、このデータについては、個人情報の保護

でありますとか、また、データの管理そのものは

しっかりとした安全性がなければいけないです

し、いろいろとこれには外資が入ってくるわけで

ありますから、外資を通じて外国に流れる、そう

いったこともないようにしなければいけないです

し、しっかりとそういった安全保障の面では、こ

れは市だけではありませんけれども、国において

もしていただかなければいけないわけでありま

す。しかしながら、技術はどんどん進んでいき、

それに合わせた市民生活にもなってくるというこ

とも踏まえて、しっかりと考えていただきたい。

そういった趣旨を込めて、本日は質疑をさせてい

ただきました。 

 また、この点については、今後も質疑してまい

りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

●ふじわら広昭委員  私は、情報システム標準

化について、４点質問いたします。 

 最初の質問は、今年度の移行する内容について

です。 

 札幌市の計画では、国の求める標準準拠システ

ムへの移行について、2023年度から準備を順次進

め、今年度に、標準化対象の全20業務のうち３業

務の移行を行い、残り17業務は2027年度末までの

移行完了を予定しています。 

 私は、この事業が始まって以来、財源をはじ

め、移行の方式やセキュリティーなど、様々な角

度から質疑を重ねてまいりましたが、今年度は計

画全体の折り返し地点ともいえ、正にこの事業に

おける重要な節目を迎えているものと考えていま

す。 

 そこで今回は、今年度の移行について、そし

て、その先にある2027年度の移行と、移行後の課

題などについて伺います。 

 まず１点目は、今年度の移行についてです。標

準化対象20業務のうち、大半のシステムが2027年

度に移行予定であることを踏まえると、今年度の

移行は、そこに向けた重要な試金石であるため、

システム標準化における移行の内容を改めて明確

にした上で議論することは、事業全体を通して非

常に有意義であると考えます。 

 そこで質問ですが、今年度の移行について、現
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時点でどのような内容を想定されているのか、伺

います。 

●小澤情報システム部長  情報システムの標準

化について、今年度の移行では、現時点でどのよ

うな内容を想定しているかということにお答えい

たします。 

 今年度は、戸籍、選挙、特別児童扶養手当の３

業務システムに対して、年末年始に移行作業を行

う予定としております。 

 移行の内容としては、現在利用している業務シ

ステムを、国が定める標準仕様書に適合した標準

準拠システムへと一新することに加えまして、本

市施設内に設置しているサーバー上で稼働させて

きた業務システムを、国が用意するガバメントク

ラウドに移すことを同時に行う予定となっており

ます。 

●ふじわら広昭委員  今年度の移行では、この

年末に、これまでの業務システムを標準準拠シス

テムに一新すると同時に、札幌市の施設内のサー

バーから、国のガバメントクラウド、政府が整

備・運用する共通の情報システムを移す作業も発

生するということでありました。 

 このガバメントクラウドにシステムを移すこと

を、システムの乗せ換えとして捉えると、サー

バーなどの機器更新に伴ったシステム移行に起因

する障害で、各種証明書の発行ができなくなり、

市民の皆様に多大なご迷惑をおかけした、2019

年、平成31年１月の事案が思い起こされます。 

 システム自体を変更せずに、定期的に機器類の

入替えを行うだけでも、このような障害が起きる

可能性があるということを考えますと、今回はシ

ステムそのものが変わる上に、札幌市にとって初

めてのガバメントクラウドへの移行も行うという

ことですので、これまで以上に安全かつ確実に移

行を進めることが求められていると思います。 

 そこで質問ですが、今年度の標準準拠システム

への移行とガバメントクラウドへの移行を、安全

かつ確実に進めるために、どのような考えの下、

作業を進めているのか伺います。 

●小澤情報システム部長  移行を安全かつ確実

に進めるために、どのような考えの下、作業を進

めているのかについてお答えいたします。 

 移行に向けては、本番同様ガバメントクラウド

上で移行のテストとリハーサルを徹底して行うこ

とが重要でありまして、現在、この視点で作業を

進めているところであります。 

 また、移行するシステムは、他のシステムとも

密接にデータ連携を行っておりますので、ガバメ

ントクラウドに移行しても、これまでどおり連携

を行えるかといったテストも綿密に行っておりま

す。 

 さらに、実際の移行作業を行う際には、ベン

ダーがこれまでのテスト結果を踏まえて作成した

移行計画書に基づき、本市職員も立ち会って、双

方慎重に確認しながら作業を進めるなど、万全を

期して進めてまいりたいと思っております。 

●ふじわら広昭委員  年末年始の移行へ向けた

作業は、綿密なテストやリハーサルを積み重ねて

いるとのことでありました。 

 しかし、システムのトラブルは、市民生活に直

結しますので、現状でも十分に緊張感を持ちなが

ら作業を進めていただいていることとは思います

けれども、ここで改めて気を引き締め、万に一つ

も市民に影響を及ぼすような障害を起こさないよ

う、慎重に進めていただくよう求めておきたいと

思います。 

 次は、2027年に行う移行と、移行が完了した後

の課題についてであります。 

 札幌市をはじめ、多くの自治体では、今年度中

に移行を行う予定としていることから、事業開始

直後には見えなかった移行に係る課題や、移行後

の運用段階における課題などが顕在化するととも

に、その内容が具体的になっているのではないか

と推察しているところであります。 

 システム標準化は、行政事務で利用するシステ

ムに対して、全国一律かつ一斉に行われる初の事

業であり、自治体とベンダー双方が手探りで行っ

ているものとなりますので、実際に標準準拠シス
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テムへの導入、ガバメントクラウド上でのシステ

ム稼働といった準備作業を行っていく中で、改め

て明らかになった課題もあると思います。 

 計画の折り返し地点となるこの節目で、計画の

進捗はもとより、多岐にわたるであろう各種課題

を改めて確認しておくことは、この事業を確実に

完了させるために必要不可欠であると考えます。 

 そこで質問ですが、これまでの標準準拠システ

ムへの移行準備を進める中で見えてきた課題につ

いて、札幌市としての認識を伺いたいと思いま

す。 

●小澤情報システム部長  標準準拠システムへ

の移行準備を進める中で見えてきた課題について

お答えいたします。 

 まず、令和９年度に移行を予定している一部の

業務においては、全国的な技術者不足の影響によ

り、移行の延期や事業者の撤退などのリスクが顕

在化しつつあり、スケジュールの見直しが必要な

状況というのも見えております。 

 さらに、移行日及び移行後の運用費といった費

用の問題も見えてきたところであります。 

 具体的には、移行延期による移行費の上振れ

や、移行が発生するガバメントクラウド利用料や

標準準拠システムのパッケージ利用料等が、当初

想定よりも大きくなるなどにより、費用面の懸念

が生じているとの声が、既に移行が進んでいる他

の自治体から聞こえてきているところでございま

す。 

●ふじわら広昭委員  答弁では、全国的な技術

者不足などによる移行延期などのリスクと、移行

費や運用費など、各種経費の増大という二つの大

きな課題が具体的に見えてきたということであり

ました。 

 私としても、システム標準化については、先の

予算特別委員会でも述べましたとおり、スケ

ジュールと費用という二つの大きな課題を抱えて

いると考えていましたが、現時点において、これ

らの課題は解決されておらず、デジタル戦略推進

局は今後さらにしっかりと向き合って対応しなく

てはならないと明確に認識されたのではないかと

思います。 

 近年の社会情勢を踏まえますと、事業環境が厳

しくなっていることは十分理解できますが、その

ような中にあっても、システム移行を円滑に終

え、その後の利用を持続可能とする努力をしてい

かなければなりません。 

 そのためにも、方針を決定した２年前とは、

様々な面で状況が変わっていることを理解し、ど

のような状況でも後手に回ることのないよう課題

解決に向けた対応方法を検討して、実施していく

必要があるのではないかと思います。 

 そこで最後の質問ですが、昨今の予測すること

が困難な社会状況にあっても、変化に対応しなが

ら移行を進めていくために、現時点で認識されて

いる課題の解決に向け、どのように取り組んでい

く考えなのか、伺いたいと思います。 

●小澤情報システム部長  現時点で認識されて

いる課題の解決に向け、どのように取り組んでい

るかをお答えいたします。 

 移行方式やスケジュールなどについては、社会

情勢の変化や事業者の状況、国や他の自治体の動

向等を把握しながら、安全かつ円滑に移行するこ

とを最優先にして、適宜、柔軟に見直しを行いた

いと思っております。 

 費用の抑制に向けては、業務に支障が出ない範

囲で、システムの稼働時間を必要最小限にするな

ど、サービスの利用量に応じて料金が決まると

いった、ガバメントクラウドの特性に合わせて運

用することで、費用増加の一因となるガバメント

クラウド利用料の圧縮に努めてまいりたいと思っ

ております。 

 このほか、国に対しては増加が避けられない費

用への財政支援はもとより、自治体負担を軽減す

るためのさらなる支援を検討するよう要望してま

いりたいと考えております。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、質問

を終わりたいと思います。 

 当初の計画については適宜柔軟に見直し、費用
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の増加に関しても、課題解決を図っていくという

ことのデジタル戦略推進局としての考え方は分か

りました。 

 その上で、要望を申し上げたいと思います。 

 システム標準化は、事業規模が大きく、かつ長

期にわたるものであり、さらには市民生活にも影

響を及ぼしかねないという非常に重要な事業であ

ると認識しておりますので、私は事業が無事に完

了するまで、引き続き注視していきたいと考えて

います。 

 今後、物価の上昇や人口減少といった、社会情

勢が急激に変わっていく中でも、住民サービスの

質を落とさず、持続的に提供し続けるために、国

や各自治体は知恵を絞って対応に当たることを求

めておきます。 

 そのためにも、システム標準化において、市民

生活に影響を出さないよう、安全かつ円滑な移行

を大前提とし、その上で、市の財政負担をいかに

抑制するか、この視点も加えて準備を進めること

を改めて求めて、質問を終わります。 

●松原淳二委員長  以上で、第１項 総務管理

費中デジタル戦略推進局関係分の質疑を終了いた

します。 

 以上で、本日の質疑を終了いたします。 

 次回の委員会ですが、10月21日火曜日午後１時

から、市民文化局関係の質疑を行いますので、定

刻までにご参集ください。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後３時24分 

 


